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第一章 城端曳山成立の背県

中
世
に
は
こ
の
地
域
に
二
つ
の
荘
園
が
栄
え
て
い
た
。
鷹
司
家
領
直
海
郷
と
仁
和
寺
領
山
田
郷
で
あ
る
。

し
、
前
者
は
弘
安
九
年
（
―
二
八
六
）、
後
者
は
同
六
年

（
―
二
八
三
）

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
域
を
現
地
に
お
い
て
支
配
し
て
い
た
武
士
団
に
、
石
黒
氏
と
と
も
に
河
上
氏
が
あ

っ
た
。
弄
永
二
年

（一

一
八
三
）
源
義
仲
が
越
中
で
平
氏
と
戦
っ
た
時
、
義
仲
軍
に
参
じ
た
在
地
武
士
団
に
河
上
氏
が
あ
り
、
ま
た
戦
国
期
、
井
波
瑞
泉

寺
の
賢
心
に
近
侍
し
て
い
た
河
上
某
も
こ
の
河
上
氏
の
一
族
で
あ
ろ
う
。

こ
の

川
上
地
方
は
、
中
世
末
期
に
浄
土
真
宗

（一

向
宗
）
が
盛
ん
に
な
る
が
、

井
波
に
創
立
し
た
瑞
泉
寺
が
、
真
宗
発
展
の
拠
点
と
な

っ
た
。
蓮
如
が
文
明
三
年

(-
四
七
一

）
越
前
吉
崎
に
拠
点
を
得
る
と
、

真
宗
の
教
線
は
急
速
に
加
越
能
に
も
伸
び
た
。
越
中
に
お
け
る
本
願
寺
の
進
出
は
目
党
ま
し
く
、
こ
の
頃
古
国
府
勝
興
寺
が
始
め

て
蟹
谷
庄
土
山
に
創
建
さ
れ
、

と
伝
え
る
。
こ
れ
ら
の
真
宗
寺
院
を
中
心
に
、
地
域
の
農
民
層
が
門
徒
と
し
て
組
織
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

が
こ
の
古
代
の
川
上
郷
は

現
在
の
城
端
町
は
、
中
世
の
直
海
（能
美
）、

で
あ
っ
た
。

て
高
瀬
川
と
な
り
、
福
野
付
近
で
小
矢
部
川
に
合
流
し
て
い
た
。「
和
名
抄
」
に
越
中
砺
波
郡
七
郷
の
中
に
川
上
郷
を
あ
げ
て
い
る

の
文
害
が
初
見
で
あ
る
が
、
成
立
の
時
期
は
と
も
に
不
明

明
応
元
年

(
-
四
九
二

）
本
願
寺
五
代
綽
如
か

ま
た
金
戸
の
専
徳
寺
、
高
宮
の
随
順
寺
、
祖
谷
の
真
教
寺
な
ど
も
一
向
宗
（
真
宗
）
に
転
宗
し
た

こ
の
合
流
点
よ
り
上
流
地
区
に
そ
の
本
貫
を
お
い
て
い
た
。

ヽ

川
上
地
方
と
＿
向
一
揆

山
田
両
郷
に
ま
た
が
る
。
そ
し
て
こ
の
両
郷
は
中
世
末
の
川
上
十
郷
の

一
主
要
部

川
上
と
い
う
の
は
、
小
矢
部
川
‘
庄
川
の
上
流
地
方
で
、
庄
川
は
中
世
に
は
現
在
の
庄
川
町
の
屈
曲
部
か
ら
西
流
し

と
も
に
石
黒
荘
に
属



川上地方と一向一揆

善徳寺太鼓堂（城ヶ恥城の遺構と伝えられる）

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
川
上
衆
と
い
わ
れ
る

梅
原
の
某
寺
な
ど
一
家
衆
と
い
わ
れ
る
本
顧
寺
述
枝
寺
で
あ
リ

越
中

・
越
前
に
も
檄
を
と
ば
し
て
、

こ
れ
を
助
け
て
荒
木

北
陸
に
お
け
る

一
向
宗
門
徒
の
中
心
は
、
加
賀
に
あ

っ
た
が
、
彼
ら
は
こ
れ
に
圧
迫
を
加
え
る
守
護
富
樫
政
親
に
対
し
て
、

部
の
土
哀
と
結
ん
で
、
長
享
二
年
(
-
四
八
八
）
か
ら
大
規
校
な
一
揆
を
起
し
た
。

政
親
を
加
質
の
高
尾
城
に
攻
囲
し
た
。
二

0
万
と
号
す
る
一
揆
軍
は
遂
に
政
親
ら
を
減
ぽ
し

た
。
か
く
て
加
賀
一
国
は
一
揆
支
配
の
国
、

ひ
い
て
は
本
頓
寺
の
領
国
と
化
し
、

加
賀
に
境
を
接
す
る
越
中
川
上
郷
は
、
早
く
よ
り
門
徒
衆
の
活
動
か
盛
ん
で
あ
っ
た
。

か
っ
た
が
、
門
徒
と
土
な
の
団
結
は
こ
れ
を
は
ね
か
え
し
た
。
早
く
も
文
明
一
三
年
(
-
四
八
一
）
も
っ
と
も
有
力
な
在
地
土
咲

石
黒
光
義
が
、
医
王
山
の
僧
徒
な
ど
と
連
合
し
て
、

泉
寺
を
製
撃
し
よ
う
と
し
た
か
、

加
賀

一
国
の
本
顧
寺
領
国
化
に
伴
な

っ
て
、

固
で
あ
っ
た
。

有
力
坊
主
衆
で
あ
っ
た
。

土
深

．
坊
主

・
牒
民
の
代
表
か
ら
成
る
合
議
制

川
上
門
徒
の
中
核
で
あ
る
井
波
瑞

田
屋
河
原
の
一
戦
で
敗
れ
、
安
居
寺
に
遁
れ
て
自
刃

川
上
郷
の
門
徒
の
結
合
は
き
わ
め
て
翠

そ
の
中
核
で
あ
っ
た
の
が
、
井
波
の
瑞
泉
寺
の
は
か
、
松
寺
の
永
福
寺
、

の
正
円
寺
、
金
戸
の
専
徳
寺
、
舘
野
の
妙
敬
寺
な
ど
、

ま
た
隣
郷
蟹
谷
庄
に
は
、
安
養
寺
に
勝
輿
寺
が
あ
っ
て
砺
波

郡
の
北
半
分
を
率
い
た
。
し
た
か
っ
て
、
砺
波
の
全
郡
は
は
ほ
一
向
一
揆
の
支
配
下
に

し
た
。
当
時
の
川
上
門
徒
の
実
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
在
地
土
な
の
圧
力
も
強

の
国
支
配
が
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。

一
揆
側
は
加
賀

一
国
は
も
ち
ろ
ん
‘
能
登
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第一章 城端曳山成立の背梨

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
気
運
の
中
で
、
善
徳
寺
の
城
端
の
地
へ
の
進
出
か
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

城
端
町
は
天
正
元
年

(-
五
七
三）

に
浄
土
真
宗
善
徳
寺
の
門
前
町
と
し
て
開
か
れ
た
と
伝
え
る
。
し
た
が

っ
て
ま
ず
‘
善
徳

城
端
善
徳
寺
所
蔵
の
「
廓
龍
山
善
徳
寺
譜
略
記
」
に
よ
れ
ば
、

『初
世
実
円

字
玄
広
炉
中
止
住
法
林
寺
南
麓
山
本
里
』
と
あ
り
、

ま
た
同
寺
蔵
系
図
の
実
円
の
と
こ
ろ
に
、

『善
徳
寺
と
云
寺
号
此
代
二
被
下
畢
』
と
あ
り
、

「
日
野
一
流
系
図
」
に

『玄
広

千
代
、
法
名
実
円
、

二
位
、
号
善
徳
寺
、
始
賀
州
砂
子
坂
住
、
後
越
中
法
林
寺
住
、

真
は
、
本
顛
寺
五
代
綽
如
の
曽
孫
で
、

越
前
石
田
西
光
寺
に
生
ま
れ
た
。
善
徳
寺
の
寺
号
は
、
本
願
寺
九
代
実
如
よ
り
こ
の
実
円

善
徳
寺
は
加
賀
国
砂
子
坂
よ
り
越
中
国
法
林
寺
、
同
山
本
と
移
転
を
重
ね
、

移
転
し
た
。
善
徳
寺
の
由
緒
書
に
よ
る
と
、
同
寺
は
城
端
城
主
荒
木
大
膳
の
請
に
よ

っ
て
、
氷
禄
二
年
(
-
五
五
九
）
福
光
よ
り

城
端
へ
移
転
し
た
。
荒
木
は
恐
ら
く
信
仰
深
い
在
地
土
サ
家
の

一
人
で
あ
ろ
う
。

城
端
町
は
、
ま
ず
こ
の
善
徳
寺
の
門
前
町
と
し
て
成
立
す
る
。

亀
三
年
(
-
五
七
二
）
、

の
代
に
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

寺
の
由
来
に
つ
い
て
み
よ
う
。

二、

善
徳
寺
と
城
端
の
開
町

又
山
本
里
住
』
と
あ
る
。
こ
の
実
円
の
父
蓮

天
文
年
中
(
-
五
三
ニ
ー
）
に
砺
波
郡
福
光
村
へ

町
の
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
永
禄
二
年
(
-
五
五
九
）、
元

天
正
元
年
(
-
五
七
三
）
と
諸
説
あ
る
か
、
前
の
二
説
は
善
徳
寺
の
移
転
の
時
期
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
で

の
ち
に
述
べ
る
元
禄
六
年
(
-
六
九
三
）
書
上
げ
城
端
町
の
「
組
中
人
々
手
前
品
々
覚
書
帳
」
に
は
、
も
っ
と
も
古
く
こ

童
名
葬

3-



市場町として成立

の
町
に
集
っ
た
家
々
の
伝
が
あ
る
が
、
逆
算
し
て
天
正
元
年
に
こ
の
町
に
来
た
家
が
一

五
軒
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
町
の
草
分
町
人
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
城
端
の
町
立
て
は
天

正
元
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

市
場
町
と
し
て
成
立

城
端
町
は
善
徳
寺
の
門
前
町
と
し
て
開
か
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、

元
年
(
-
五
七
三
）
に
同
じ
砺
波
郡
の
井
ノ
ロ
と
山
田
の
二
つ
の
市
場
が
城
端
の
地
に

移
転
し
た
。
井
ノ
ロ
は
十
の
日
、

こ
の
両
市
が
城
端
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
城
端
の
市
は
六
斎
市
と
な
っ
た
。

の
時
期
は
未
だ
前
田
氏
の
勢
力
が
越
中
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
城
端
を
市
場
町
と
し
て
成
立
さ
せ
た
の
は
、
善
徳
寺
を
招
請
し

た
荒
木
大
膳
な
ど
の
在
地
土
染
で
あ
ろ
う
。

戦
国
の
群
雄
の
中
で
、

越
中
の
平
定
を
始
め
た
。

の
二
城
を
猛
攻
し
た
。

一＿‘

山
田
は
四
の
日

の
、

こ

こ
の
天
正

と
も
に
三
斎
市
で
あ

っ
た
が
、

天
下
統

一
を
目
指
し
た
織
田
信
長
は
、
前
田
利
家
、
佐
々
成
政
ら
を
将
と
す
る
大
軍
を
越
中
に
入
れ
、

天
正
九
年

(-
五
八
一

）
に
は
ま
ず
佐
々
成
政
の
軍
が
越
中
に
入

っ
た
が
、
越
後
の
上
杉
景
勝
は
、
成

政
の
越
中
に
お
け
る
勢
威
に
反
発
す
る
神
保
・
小
島

・
唐
人
ら
の
在
地
土
公
を
助
け
て
成
政
軍
に
抵
抗
し
た
。
天
正

一
0
年

（一

五
八
二
）
信
長
は
、
柴
田
勝
家
お
よ
び
前
田
・
佐
々
ら
を
将
と
す
る
大
軍
を
越
中
に
入
れ
、
上
杉
勢
の
拠
点
新
川
郡
魚
津
・
松
倉

そ
し
て
同
年
六
月
、
魚
津
・
松
倉
両
城
は
陥
落
し
た
が
、

同
じ
頃
信
長
の
京
都
本
能
寺
に
お
け
る
死
が
攻 善徳寺勅使門
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第一章 城端曳山成立の背兼

城
軍
に
伝
え
ら
れ
た
。
中
央
情
勢
の
急
変
を
知

っ
た
信
長
の
部
将
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
拠
地
に
引
揚
げ
て
新
情
勢
に
対
処
す
る
構

え
を
整
え
た
。
即
ち
柴
田
勝
家
は
越
前
に
、
前
田
利
家
は
能
登

へ
引
揚
げ
た
が
、
し
か
し
佐
々
成
政
は
越
中
に
留
ま
り
、

信
長
の
死
後
、
中
央
の
実
権
は
羽
柴
秀
吉
の
手
に
帰
し
た
。
し
か
し
‘
越
前
に
本
拠
を
も
つ
柴
田
勝
家
、
佐
久
間
盛
政
ら
は
、

秀
吉
の
覇
権
を
承
認
せ
ず
こ
れ
に
抵
抗
し
、
前
田

・
佐
々
も
柴
田
ら
に
与
し
た
。
天
正

一

杉
景
勝
や
越
中
の

一
向
一
揆
と
結
ん
で
北
陸
に
軍
を
進
め
、
越
前
で
柴
田

・
佐
久
間
を
破

っ
て
こ
れ
を
殺
し
た
。

て
、
前
田
と
佐
々
は
秀
吉
に
降
伏
し
た
。
秀
吉
は
能
登
と
加
賀
の
一
部
を
前
田
に
‘

一
年

(
-
五
八
三

）
秀
吉
は
越
後
の
上

越
中
を
佐
々
に
与
え
た
の
で
、
越
中

一
国
は

か
く
し
て
城
端
を
含
む
砺
波
郡
も
佐
々
成
政
の
支
配
下
に
入

っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
梢
勢
は
長
く
は
続
か
な
か

っ
た
。
信
長
の

子
信
雄
を
擁
立
し
て
、
主
家
の
再
興
を
夢
み
る
佐
々
成
政
と
、
秀
吉
に
同
心
す
る
前
田
利
家
は
‘
し
ば
し
ば
加
越
能
の
国
境
付
近

で
戦

っ
た
。
束
に
上
杉
、
西
に
前
田
と
、
腹
背
に
敵
を
も

っ
た
成
政
は
、
局
面
の
打
開
を
は
か
る

べ
く
‘
雪
の
立
山
を
こ
え
て
遠

州
浜
松
に
徳
川
家
康
を
訪
ね
た
が
、
情
勢
は
好
転
し
な
か

っ
た
。

天
正

一
三
年

(
-
五
八
五
）
秀
吉
は
前
田
利
家
と
連
楔
し
て
北
陸
を
制
圧
す
べ
く
駒
を
進
め
、
閏
八
月

一
日
に
は
秀
吉
の
陣
は

倶
利
伽
羅
に
本
営
を
す
え
た
。
佐
々
成
政
は
秀
吉
の
大
軍
を
前
に
戦
意
を
失
い
こ
れ
に
降
伏
し
た
。
秀
吉
は
成
政
の
領
国
か
ら
砺

波

・
射
水

・
婦
負
の
三
郡
を
削
い
て
利
家
に
与
え
、
成
政
に
は
新
川
一
郡
の
領
有
を
許
し
た
。
そ
し
て
天
正

一
五
年
(
-
五
八
七
）

に
至
り
、
成
政
は
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
肥
後
へ
国
替
に
な
り
、
越
中
全
部
が
前
田
氏
の
支
配
下
に
入

っ
た
。

城
端
を
含
む
砺
波
郡
は
、

天
正

一
0
年
か
ら
同

一
三
年
ま
で
、
佐
々
成
政
の
支
配
下
に
あ

っ
た
が
、

佐
々
成
政
の
領
国
と
し
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

領
国
と
す
る
態
勢
を
固
め
た
。

越
中
を

こ
の
形
勢
を
み

こ
の
間
の
、
成
政
の
砺
波
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四 城端市場の成長

古
く
開
か
れ
た
町
、
即
ち
束
上
町

・
西
上
町
で
あ

っ
た
。

こ
の
場
所
は
、
砺
波
郡
の
各

城
端
の
六
斎
市
は
、
四
の
日
と
十
の
日
に
開
か
れ
、
場
所
は
善
徳
寺
の
門
前
に
最
も

場
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

四、

城
端
市
場
の
成
長

郡
に
対
す
る
民
政
上
の
事
駅
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
城
端
に
は
す
で
に
善
徳
寺
か
居
を
す
え
て
お
り
、

善徳寺通用門

そ
の
門
前
町

が
発
達
し
六
斎
市
場
も
開
か
れ
て
い
る
の
で
、
成
政
支
配
の
も
と
に
お
い
て
も
‘
町
は
順
調
に
成
長
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

羽
柴
秀
吉
は
、
越
中
入
国
早
々
の
天
正
一
三
年

(
-
五
八
五
）
閏
八
月
、
当
時
城
端
に
続
く
北
野
村
に
移
転
し
て
い
た
瑞
泉
寺

（
北
野
寺
）
内
に
禁
制
を
与
え
た
が
、
秀
吉
に
よ

っ
て
砺
波
郡
を
与
え
ら
れ
た
前
田
利
勝

（利
長
）
は
、
同
年
一

0
月
九
日
付
、

直
海
郷
北
野
村
に
制
札
を
与
え
、
市
培
の
治
安
維
持
と
邪
杢
市
楽
座
の
保
証
・
国
質
・
所

質
の
禁
止
を
定
め
た
。

こ
れ
は
新
輿
の
商
人
た
ち
に
自
由
に
伸
び
る
機
会
を
与
え
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
新
し
い
政
治
・
経
済
体
制
の
も
と
に
地
方
の
経
済
的
発
展

を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
山
田
と
井
ノ
ロ
よ
り
城
端
に
移
転
し
て
い
た
市

場
の
性
格
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
、
す
く
な
く
も
前
田
氏
の
支
配
の
確
立
し
た
天
正

一

三
年
以
降
に
は
、
北
野
の
市
と
同
様
に
‘
付
近
の
牒
民
や
商
人
た
ち
の
自
由
な
取
引
の

地
、
例
え
ば
福
光
や
井
波
方
面
か
ら
善
徳
寺
へ
の
通
路
に
当
り
、
ま
た
五
箇
山
方
面
よ

6-



迂一

の
市
場
は
一
時
退
転
し
て
し
ま
っ
た
。

第 城端曳山成立の背県

り
善
徳
寺
へ
参
詣
し
、
或
い
は
砺
波
郡
へ
下
る
道
順
に
当

っ
て
い
た
。

の
地
で
あ
っ
た
。

こ
の

二
町
を
六
か
所
に
区
画
し
、
月
六
回
市
の
開
設
を
廻
り
も
ち
に
し
た
の
で
あ
る
。

慶
長
九
年

（
一
六

0
四
）
に
至
リ
、
城
端
の
市
日
に
七
の
日
が
追
加
さ
れ
た
。
同
年
閏
八
月

一
三

日
付
前
田
対
馬
長
種
が
交
付

し
た
市
札
に
よ
る
と
‘

七
の
日
は
従
来
北
野
の
市
日
で
あ

っ
た
か
、
北
野
の
市
は
城
端
の
市
と
の
競
争
に
勝
て
ず
‘

年

(
-
五
九
六
）
瑞
泉
寺
が
井
波
へ
復
帰
し
た
の
で
、

次
第
に
退
転
し
有
名
無
実
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
城
端
で
は
‘
束
西
の

上
町
が
市
が
開
か
れ
る
た
め
に
繁
昌
し
た
の
に
対
し
て
、
同
下
町
は
遅
れ
て
閉
町
し
た
の
み
な
ら
ず
、
市
場
が
な
い
た
め
上
町
の

北
野
の
市
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
上
町
同
様
の
繁
栄
を
は
か
る
べ
<
‘
藩

か
く
し
て
、
下
町
に
七
の
日
の
市
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
城
端
の
市
は
九
斎
市
と
な

っ
た
。

砺
三
か
所
に
創
設
さ
れ
た
市
場
か
‘
漸
次
城
端
に
集
中
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

が
、
次
第
に
常
設
店
舗
に
移
っ
て
い

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
城
端
下
町
が
、
退
転
し
た
北
野
の
市
を
移
転
再
興
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
通
り
、
市
場
は
常
設
店
舗
繁
昌
の
た
め
の
客
寄
せ
に
も
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
定
期
市
場
と
常
設
店

舗
と
は
、
時
に
は
利
害
相
反
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
城
端
町
の
楊
合
は
共
存
共
栄
の
利
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

城
端
下
町
の
市
は
、
北
野
の
市
日
を
つ
か
っ
て
開
設
し
た
も
の
の
、

に
働
き
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

繁
栄
に
お
く
れ
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
下
町
で
は

地
理
的
・
歴
史
的
に
優
位
の
上
町
に
圧
倒
さ
れ
た
と
み
え

て
、
長
く
ふ
る
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
元
和
九
年

（
一
六
二
三
）
三
月
の
大
火
で
、

下
町
が
ほ
と
ん
ど
全
焼
し
た
た
め
‘

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
至
り
、
新
興
の
大
工
町
と
新
町
が
、
退
転
し
た
下
町
の
市
札
で
市
場
の
開
設
を
願
出
た
。

下
町

そ
の
願

こ
の
こ
と
は
、
定
期
市
場
を
主
と
し
た
物
査
の
取
引

町
の
最
も
目
聞
き
の
場
所
で
あ
り
、
市
場
の
開
設
に
格
好

か
つ
慶
長
元

天
正
の
初
年
ま
で
に
南
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四 城端市楊の成長

こ
の
時
の
一
件
書
類
に
よ
る
と
、
当
時
の
市
は
唐
人
見
世
と
肴
見
世

中
に
成
立
し
て
い
る
町
の
繁
栄
に
直
接
に
彩
押
す
る
。
城
端
町
の
場
合
も
、

郡
の
平
地
農
村
に
近
い
下
町

・
東
新
田
町
に
お
い
て
激
し
か
っ
た
。

か
く
て
下
町
が
発
展
す
る
に
し
た
が
っ
て
、

た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

そ
の
方
の
景
気
が
よ
く
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
優
位
に
あ
っ
た
上
町
の
市
が
圧
迫
を

う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
市
場
に
新
た
に
店
を
出
す
者
は
、
下
町
を
選
ん
で
店
を
借
り
る
者
が
多
く
な
り
、
上
町
の
市
は
空
店
の

こ
と
に
元
禄
の
好
況
期
が
す
ぎ
て
‘
享
保
の
不
況
期
に
な
る
と
‘

―
二
月
、
絹
屋
庄
左
衛
門
ら
の
願
書
に
よ
る
と
、
本
来
上
町
に
お
い
て
開
く
べ
き
十
四
日
市
が
有

名
無
実
に
な
っ
た
か
ら
復
興
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

と
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
見
世
頭
の
指
揮
を
う
け
た
。
前
者
は
絹

・
布
な
ど
の
衣
類
を
商
い
、
後
者
は
生
鮮
食
品
を
扱
い
、

み
増
加
す
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。

両
者

こ
の
傾
向
が
強
く
な
っ

加
が
改
作
法
前
後
か
ら
急
上
昇
す
る
が

そ
れ
は
古
く
開
か
れ
た
上
町
よ
り
も
、
砺
波

産
力
の
向
上
と
、
そ
れ
に
伴
な
う
商
品
経
済
の
進
展
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
煤
村
の

善
出
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
疫
安
か
ら
明
暦
に
か
け
て
の
藩
の
改
作
法
に
よ
る
農
業
生

徳 寺 経

慶
長
の
開
設
以
来
、
長
ら
く
ふ
る
わ
な
か
っ
た
下
町
の
市
は
‘
貞
享
三
年
（
一
六
八

六
）
に
至
り
、
藩
に
回
収
さ
れ
て
い
た
市
札
の
再
交
付
を
う
け
て
市
場
の
復
輿
に
の
り

堂
る
下
町
の
反
対
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
藩
は
こ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
。

で
あ
っ
た
。
大
工
町

・
新
町
に
よ
る
新
市
の
設
置
は

人
口
の
増

こ
れ
に
よ
っ
て
市
日
を
奪
わ
れ

こ
の
付
近
の
野
毛

町
・
御
坊
町
・
束
新
田
町
の
者
が
生
活
物
査
の
買
入
れ
に
便
利
に
な
る
か
ら
と
い
う

の

書
に
よ
る
と
、
大
工
町

・
新
町
の
地
に
、
七
の
日
の
市
を
開
く
と
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第一章

家
族
、
使
用
人
等
を
記
し
て
い
る
。

一
軒
毎
に
こ
の
町
へ
来
住
し
た
年
、
元
居
住
地
、
主
人
の
職
業

城端曳山成立の背景

こ
の
帳

る
こ
と
に
よ

っ
て
町
が
成
長
し
て
い

っ
た
。
こ
の
間
の
過
程
は
｀
元
禄
六
年
（

一
六
九

五、
場
の
下
に
別
の
市
場
が
開
設
さ
れ
て
い
た
。

元禄品々脹全9冊
（元禄6年作成報告された城端町の戸籍）

延
宝
九
年

（
一
六
八

一）

の
記
録
に
よ
る
と
、
当
時
は
四
の
日
の
市
、
十
の
日
の
市
は
開
か
れ
た
が
、

七
の
日
の
市
は
衰
微
し

て
し
ま

っ
た
。
市
場
の
店
は
四
十
物
店
と
唐
人
店
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
見
世
頭

―
二
名
ず
つ
あ

っ
て
監
督
の
任
に
当

っ
た
。
東

町
は
十
日
市
、
西
町
は
四
日
市
を
受
持

っ
た
。
店
は
四
十
物

・
唐
人
共
に
内
店

・
角
店
・
店
不
打
に
分
か
れ
、
店
貨
は
内
店
が
最

も
高
く
‘
角
店
、
店
不
打
の
順
で
あ

っ
た
。
店
賃
は
時
期
に
よ

っ
て
も
異
な
り
‘
盆

・

暮
が
も

っ
と
も
高
か

っ
た
。
商
品
は
唐
人
店
は
呉
服
太
物
、

在
郷
町
と
し
て
発
展

四
十
物
店
は
布
を
筆
頭
に
‘

米
・
茶
・
煙
草

・
呉
座
・
笠
・
塩
な
ど
で
あ

っ
た
。
雑
穀

・
野
菜
類
は
西
下
町
御
高
札

城
端
の
町
は
、
善
徳
寺
と
い
う
真
宗
寺
院
の
創
建
と
市
場
の
開
設
と
を
二
つ
の
支
柱

と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
付
近
農
村
よ
り
庶
民
が
来
住
す
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¥
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三
）
に
城
端
町
の
各
町
毎
に
作
成
報
告
さ
れ
た
「
組
中
人
々
手
前
品
々
覚
書
帳
」
九
冊
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

簿
は
元
禄
六
年
現
在
で
、
町
に
居
住
し
た
住
民
全
部
を
網
羅
し
、

あ
わ
せ
て
三
三
人
の
商
人
よ
り
成

っ
て
い
た
。

, _ 



五 在郷町として発展

同東同同同同同東 町
下 上
町 町 名

越中近福森近黒蔵
前村岡光近岡田田 名
屋 屋屋 屋屋屋 屋屋
孫茂勘半伊甚小万

右 兵 右 兵左左 右右
削• • 衛衛衛衛衛衛

門衛門衛門門門門

同同同同同同同 砺 元
北 波
野郡 住
三 中オ 福オオ柴荒
ケ 川光川川原木

地
村村村村村村館村

同同同 絹 同酒喜絹 家
商造商
ゴJし 井井 売
絹絹
商商

職
幸Jし冗士

同 大同同同西束 町
工 下下
町 町町 名

か 風番大大松か
ち 呂匠ェェ 守ち 名
や 屋 屋 屋 や
孫 与盟小 喜 与庄

兵 丘ノ‘ 右丘/‘丘‘‘‘ 右右 月・• IJ 衛 衛衛
衛 衛門次衛門門

同 同 砺金 同同砺 元
波波
郡沢オ郡

住
嫁 井井 井川是
凍 ロロ 口七眉地
村 村村 村村

鍛絹絹同大大絹絹
家

冶商井 工 商手
商売越 工井 売前
削̀. 

孟
は

ヘ た
職

練

で
あ
る
。

こ
の
帳
海
に
よ

っ
て
、
来
住
の
年

（元
禄
六
年
を
基
準
に
何
年
前
）
を
約

一
0
年
単
位
に
示
し
た

の
か
次

の
表
で
あ
る
。

五
軒
で
あ
る
。

―
二

0
年
前
の
天
正
元
年
(-
五
七
三）

に

一
五
軒
来
住
し
て
い
る
か
、
こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
い
る
も
の
は

こ
の
五
軒
は
町
立
て
以
前
か
ら
こ

の
地
に
農
民
と
し
て
住
み
つ

い
て
い
た
者
で
あ
ろ
う
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば

来住（年前代） 軒数

140 1 
122 2 
121 2 

120 15 

119~110 45 

109~100 30 

99~90 39 

89~80 24 

79~70 34 

69~60 21 

59~50 35 

49~40 66 

39~30 46 

29~20 59 

19~10 79 

以降 188 

計 686 

（来住年代は元

禄 6年を基準と

して何年前を示

す）

次
に
天
正
元
年
に
来
住

し
た

一
五
軒
は
次

の
表
の
通
り
で
、
城
端
町
の
町
立
て
の
年
に
来
住
し
て
元
禄
六
年
ま
で

―
二

0
年
間
代
々
住
み
つ
い
て
い
る
者

- 10 -



第一迂 城端曳山成立の背尿

町
人
の
階
層
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
天
正
一

0
年
ま
で
に
来
住
し
た
も
の
は
四
五
軒
を
数
え
る
。

敷
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
先
の
二

0
軒
を
加
え
た
六
五
軒
か

こ
の

一
五
軒
は
、

町
立
て

の
年
に
米
住
し
た
者
の
中
で
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三）

ま
で
残

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

に
若
干
は

―
二

0
年
の
間
に
転
出

・
絶
家
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う。

を
唯

一
の
例
外
と
し
て
、
全
部
砺
波
郡
で
、
し
か
も
城
端
の
近
在
で
あ
る
。

手
前
機
を
し
て
い
る
鍛
冶
屋
庄
右
衛
門
も
、

と
も
か
く
こ
の一

五
軒
は
、

ま
た
職
業
に
つ
い
て
は
、
大
工
三
軒
、
鍛
冶

一
軒
の

そ
の
屋
号
よ
り
考
え
て
も
と
は
鍛
冶
屋
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
、
天
正
元
年
に
来
住
し
た
町
人
は
何
軒
で
あ

っ
た
か
不
明
で
あ
る
か
、
少
く
も
元
禄
六
年
ま
で
残

っ
た

一
五
軒
は
全
部
特
権
的

初
期
特
権
町
人
の
う
ち
、
大
工
と
鍛
冶
に
は
屋
敷
地
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

文
禄
三
年

(
-
五
九
四
）
前
田
利
長
が
城
端
大
工
与
兵
衛
等
五
名
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
秀
吉
の
朝
鮮
半
島
出
兵
に
前
田
氏
が

参
陣
し
た
時
、
船
合
御
用
の
た
め
長
崎
に
出
向
い
て
勤
務
に
励
ん
だ
褒
美
と
し
て
‘
扶
持
高

一
俵
の
所
と
し
て
各

―
二

0
歩
の
屋

敷
地
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
鍛
冶
に
つ
い
て
は
疫
長
四
年

(
-
五
九
九
）
与
三
兵
衛
ら
五
人
の
鍛
冶
に

一
三
〇
歩
ー
六
六
歩
の
屋

位
と
経
済
力
を
も

っ
て
い
た
。

色
彩
の
強
い
町
人
で
あ

っ
た
。

こ
の
草
分
町
人
は
若
干
の
例
外
は
あ
る
が
、
他
の
町
人
に
比
較
し
て
安
定
し
た
社
会
的
地

町
年
寄

•

町
肝
煎

・

組
合
頭
等
の
町
役
人
は
主
と
し
て
彼
等
の
間
か
ら
選
ば
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

彼
等
の
多
く
は
町
の
中
央
部
に
広
い
屋
敷
と
家
屋
を
も
ち
、
多
く
の
下
人

・
下
女
を
雇

っ
て
手
広
く
家
職
を
営
ん
で
い
た
。

職
人
、
絹
商
売
七
軒
、
洒
造
二
軒
、
蔵
宿

一
軒
の
商
人
は

は
ぽ
初
期
草
分

こ
れ
を
拝
領
屋
敷
と
称
し
た
。
大
工
拝
領
屋
敷
は

こ
の
よ
う
に
考
え
る

い
ず
れ
も
初
期
特
権
町
人
の
色
彩
が
強
い
。
唯

一
の
例
外
で
あ
る
絹

し
て
の
旧
家
で
あ
る
。

そ
の
元
住
地
と
職
業
に
注
目
す
べ
き
特
徴
か
み
ら
れ
る
。

元
住
地
は
大
工
小
平
次
が
金
沢
で
あ
る

の

こ
の
町
の
最
古
の
町
人
と

こ
の
ほ
か
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五 在郷町として発展

元住地 軒数

砺波郡 360 

五箇山 88 

居町分家 163 

婦負郡 5 

射水郡 3 

高 削 2 

r品↓” 山 4 

金 沢 26 

加代 ・能登 10 

越 削`． 8 

その他 17 

計 686 

次
に
来
住
前
の
居
住
地
を
整
理
す
る
と
、
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

る
の
は

い
る
。 天

正
一

0
年
以
後
は

1
0
年
間
に
お
お
よ
そ
二
、
三

0
軒
ず
つ
来
住
者
が
あ
っ
て
、

ほ
ぼ
平
均
し
た
町
の
成
長
の
あ
と
を
辿

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
元
禄
六
年
基
準
で
五

0
年
前
の
寛
永
二

0
年
（
一
六
四
三
）
頃
よ
り
急
速
に
成
長
の
歩
調
が
速
く
な
っ
て

次
に
二

0
年
前
の
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
よ
り
更
に
増
加
の
速
度
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
究
永
末
年
よ
り
増
加
し
て
い

こ
の
数
年
続
い
た
飢
饉
の
影
岬
と
考
え
ら
れ
る
が
加
賀
藩
が
改
作
法
を
始
め
た
の
が
慶
安
四
年
（
一
六
五
―
•
四
二
年

前
）
で
あ
り
、
そ
の
全
面
的
実
施
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
・
三
七
年
前
）

で
あ
る
か
ら
、

に
述
べ
る
よ
う
に
、

特
に
配
慮
を
加
え
て
お
り
、
ま
た
後

法
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
か
で
き
る
。
特
に
西
新
田
町
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
開
町
さ
れ
て
元
禄
六
年
ま
で
に
―
二
七
軒

に
増
加
し
、
東
新
田
町
は
総
家
数
一
〇
六
軒
の
う
ち
、
同
年
よ
り
八
四
軒
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
頃
よ

り
更
に
急
速
に
増
加
す
る
の
は
、
党
文
一

0
年
（
一
六
七

0
)
に
村
々
に
対
す
る
年
貢
割
符
状
で
あ
る
村
御
印
の
一
斉
改
訂
が
行

わ
れ
て
、
改
作
法
に
よ
る
年
貢
の
増
徴
が
恒
久
化
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
影
評
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
れ
る
。
五
箇
山
も
砺
波
郡
に
属
す

藩
も
こ
の
地
域
に
対
し
て
腹
政
面
で

五
箇
山
と
城

る
が
、
こ
こ
は
特
別
な
山
間
地
帯
で
、

来
住
が
圧
伺
的
に
多
い
こ
と
が
注
目

J
の
表
に
お
い
て
、
砺
波
郡
よ
り
の

こ
の
頃
か
ら
の
増
加
は
明
白
に
改
作
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石 動奉行所絵図

文化2年(1805)8代小原治五右衛門ー白

（城端町小原白照氏蔵）

す
る
と
こ
ろ
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

今
石
動
町
奉
行
は
篠
嶋
豊
前
の
時
代
は
今
石
動
に
常
駐
し
た
が
、
宝
永
七
年
以
後
は

原
則
と
し
て
金
沢
に
お
い
て
執
務
し
、
必
要
に
応
じ
て
三
町
に
出
張
し
た
。
そ
し
て
奉

れ
、
人
持
組
の
武
士
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
。

襲
し
た
が
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
0

)

篠
嶋
主
馬
清
英
の
病
没
以
後
世
襲
制
は
廃
止
さ

酉
二
郡
の
中
で
、
高
岡
は
別
と
し
て

は
村
々
と
と
も
に
、

郡
奉
行
の
支
配
下
に
あ

っ
た
。
今
石
動
奉
行
は
代
々
篠
嶋
氏
が
世

こ
の
三
町
の
み
が
町
奉
行
支
配
で
、
他
の
町
々

端
は
貸
方
に
よ
る
特
殊
な
経
済
関
係
が
あ

っ
た
の
で
、
砺
波
郡
よ
り
分
離
し
て
掲
げ
た
。
次
に
金
沢
よ
り
二
六
軒
来
住
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
城
端
が
政
治

・
経
済

・
文
化
と
す
ぺ
て
の
面
に
お
い
て
金
沢
へ
の
依
存
度
が
強
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

越
前
よ
り
の
八
軒
の
う
ち
六
軒
は
慶
長
九
年
同
国
板
倉
村
よ
り
同
時
に
来
住
し
、

業
に
従
事
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
他
の
中
に
尾
張
国
清
洲
よ
り
三
軒
来
住
し
て
い
る
。
文
禄
か
ら
慶
長
初
年
に
か
け
て
で
あ
る
が
、

城
端
町
は
、
寛
永
四
年

（一

六
三
七
）
以
来
今
石
動
町
奉
行
の
支
配
の
も
と
に
お
か

れ
て
い
た
。
今
石
動
町
奉
行
は
、
寛
永
一
七
年
よ
り
氷
見
町
支
配
を
も
か
ね
、
以
来
川

六、

町

の

構

造

と
も
に
尾
張
屋
を
号
し
、
絹
お
よ
び
八
講
布
を
商

っ
て
い
る
。

こ
の
越
前

・
尾
張
か
ら
の
来
住
は
、
城
端
の
絹
業
の
発
展
と
関
係

い
ず
れ
も
越
前
屋
の
屋
号
で
絹
に
関
連
す
る
職
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町 の 構 造

行
所
に
は
常
時
与
力
と
足
軽
が
詰
め
て
い
た
。
与
力
は
五
、
六
名
、
足
軽
は
初
期
は
三

0
名
で
あ

っ
た
が
‘
漸
次
減
貝
し
、
究
文

町
奉
行
の
任
務
は
、
町
の
治
安
の
維
持
‘

町
年
寄
は
、

地
子
米
等
の
年
貢
諸
役
の
徴
収
、
簡
単
な
事
件
の
裁
判
‘
防
火

・
消
防
の
ほ
か
、
産

こ
の
任
務
の
う
ち
、
多
く
の
部
分
は
自
治
体
で
あ
る
町
役
人
に
委
任
さ

町
役
人
は
町
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
自
治
体
と
し
て
の
町
の
運
営
に
当

っ
た
。

町
人
の
代
表
と
し
て
、
藩
お
よ
び
町
奉
行
に
対
す
る
絶
対
の
忠
誠
と
、

さ
ら
に
町
役
人
の
箪
頭
と
し
て
町
肝
煎

．
算
用
聞

・
組
合
頭
等
を
指
揮
監
督
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
町
で
最
も
由
緒
あ
る
家

柄
の
者
が
選
ば
れ
た
。
党
文
五
年

（
一
六
六
五
）
こ
の
役
を
設
定
し
た
時
に
、
黒
田
屋
与
次
兵
衛

・
絹
屋
庄
兵
衛

・
河
内
屋
市
郎

右
衛
門

・
野
尻
屋
新
右
衛
門

・
大
鋸
屋
次
兵
衛
の
五
名
が
就
任
し
た
が
、

名
の
う
ち
、

元
禄
六
年
（
一
六
九
三）

ま
で
に
大
鋸
屋
次
兵
衛
家
は
退
転
し
た
が
、
他
の
四
家
は
隆
々
と
し
て
そ
の
家
格
を
誇

っ

て
い
る
。
前
掲

「組
中
人
々
手
前
品
々
党
書
帳
」
に
よ
れ
ば
‘

正
年
代
か
ら
慶
長

・
元
和
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、

町
政
全
般
を
司
る
者
に
町
年
寄

•
町
肝
煎

·

算

町
民
に
対
す
る
無
私
公
正
を
要
求
さ
れ
、

四
家
は
い
ず
れ
も
天
正
年
代
に
城
端
へ
出
て
き
た
草
分
町
人
で
、

家
職
は
絹
商
お
よ
び
五
箇
山
貸
方
で
、
経
済
的
に
も
栄
え
て
い
た
こ
と
か
わ
か
る
。

次
に
町
肝
煎
は
、
町
年
寄
の
初
任
よ
り
は
る
か
に
古
く
、
城
端
の
建
初
め
よ
り
当
然
お
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
天

そ
の
名
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
党
永

一
三
年

（一

六
三
六
）
城
端
町
が
宿
並
に

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
、

吉
田
屋
藤
右
衛
門
、
島
田
七
郎
兵
衛
が
町
肝
煎
に
任
命
さ
れ
た
が
、

用
聞
の
三
役
が
あ
り
、
各
町
内
毎
に
組
合
頭
が
お
か
れ
た
。

れ
て
い
た
。

業
の
振
興
、
町
人
風
俗
の
振
粛
な
ど
多
岐
に
わ
た

っ
た
。

期
以
後
は

一
五
名
の
定
貝
で
あ

っ
た
。

以
来
原
則
と
し
て
二
名
の
町

の
ち
は
三
ー
四
名
が
通
例
と
な

っ
た
。
初
代
町
年
寄
五
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第一章 城端曳山成立の背景

動
向
な
ど
を
直
接
町
奉
行
に
報
告
し
た
。

継
ぎ
絹
商
と
し
て
栄
え
て
い
る
。

右
衛
門
で
あ

っ
た
。

町
肝
煎
の
任
務
は
、

町
年
寄
の
補
佐
の
ほ
か
、
常
時
町
政
の
運
用
に
当

っ
た
。

町
の
経
済
を
つ
か
さ
ど
り
‘

っ
た
の
で
、

か
つ
、
宗
門
改
め
‘

そ
の
任
用
は
、
由
緒
深
く
‘

0

)

任
命
の
野
谷
屋
彦
兵
衛
、

一
族
は
束
上
町
の
近
岡
屋
を

と
く
に
年
貢

・
役
銀
の
収
納
‘
万
雑
の
割
符
等

人
別
改
め
な
ど
の
戸
籍
事
務
‘
不
動
産
の
売
買
な
ど
の
登
記
事
務
、

そ
の
他
町

こ
の
よ
う
に
町
肝
煎
は
町
年
寄
同
様
重
い
任
務
が
あ

か
つ
現
に
経
済
力
も
あ
る
町
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
党
永
一
三
年
に
任
命
の
吉
田
屋

•

島
田
は
元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
は
既
に
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
家
格
等
は
知
る
由
も
な
い
が
、
究
永

一
七
年
（
一
六
四

明
暦
冗
年
（
一
六
五
五
）
任
命
の
黒
田
屋
与
次
兵
衛
、
究
文
元
年

(
-
六
六
一

）
任
命
の
板
倉
屋

彦
右
衛
門
等
は
元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
そ
の
家
が
の
こ
っ
て
い
る
。

ま
た
元
禄
六
年
当
時
の
町
肝
煎
は
浜
屋
宗
右
衛
門
、

こ
の
う
ち
、
板
倉
屋
・
浜
屋

・
紙
屋
の

三
家
は
、

・
万
雑
の
割
符
徴
収
等
財
政
業
務
の
監
査
で
あ

っ
た
。

紙
屋
五

と
も
に
天
正
時
代
に
町
に
来
住
し
た
草
分
町
人
で
、
黒
田

屋
と
と
も
に
蔵
宿

・
絹
商
・

薬
種
商
な
ど
を
営
ん
で
栄
え
て
い
た
。
野
谷
屋
は
没
落
し
て
い
る
が
、

算
用
聞
は
究
文
八
年

（
一
六
六
八
）

荻
田
屋
万
右
衛
門
か
任
命
さ
れ
た
の
が
初
め
で
あ
る
。

そ
の
他
こ
れ
に
関
連
し
て
、

民
の
藩
へ
の
上
申
の
取
次
、
訴
訟
の
裁
断
な
ど
広
般
な
町
務
を
処
理
し
た
。

肝
煎
が
存
在
し
て
い
た
。

は
じ
め
は
一
名
で
あ
っ
た
が
、
享

保
一
九
年

（一

七
三
四
）
に
氷
見
・
城
端
の
算
用
聞
か
一
名
増
貝
に
な

っ
た
。
算
用
聞
の
任
務
は
、

町
肝
煎
の
行
う
年
貢
・
諸
役

肝
煎
の
給
銀
、
組
合
頭
の
袴
摺
料
そ
の
他
町

枝
で
支
弁
す
る
諸
給
銀
、
藩
の
買
上
品
の
値
段
の
適
否
の
監
査
も
行

っ
た
。
享
保
一
九
年
の
増
員
以
後
は
、
町
役
人
の
行
政
の
公

正
を
監
査
し
、
ま
た
不
良
町
民
の
摘
発
申
告
に
も
当
っ
た
。
算
用
聞
は
町
の
重
要
産
業
で
あ
る
絹
業
に
は
と
く
に
留
意
し
、
景
気
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一Iヽ 町 の 構 造

人
の
階
層
が
あ

っ
た
。

次
に
町
民
の
階
層
に
つ
い
て
み
よ
う
。

勾
用
聞
も
、
町
年
寄
•
町
肝
煎
同
様
由
緒
町
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

。

初
代
の
荻
田

屋
は
そ
の
後
退
転
し
た
の
で
家
格
な
ど
不
明
で
あ
る
が
、
二
代
目
の
紙
屋
五
右
衛
門
は

草
分
町
人
の
一
人
で
、

の
ち
町
肝
煎
に
転
じ
た
。
元
禄
六
年
当
時
の
算
用
聞
は
見
座
屋

八
右
衛
門

・
浜
屋
半
七
で
、

と
も
に
天
正
年
代
に
城
端
に
出
た
草
分
町
人
で
、
家
職
は

見
座
屋
は
絹
八
講
布
商
、
浜
屋
は
絹
八
講
布
商
の
ほ
か
五
箇
山
貸
方
で
あ

っ
た
。

次
に
、
組
合
頭
は
各
町
を
代
表
し
て
町
肝
煎
を
補
佐
す
る
任
務
を
も

っ
た
の
で
、

そ

の
初
任
は
町
肝
煎
同
様
町
の
建
初
め
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
。
元
禄
六
年
当
時
城
端
は
束

上

・
東
下

・
西
上

・
西
下

・
大
工
町
・
出
丸

・
東
新
田
・
西
新
田
・
新
町
・
野
下
町
に

わ
か
れ
、
各
町
か
ら
組
合
頭
を
出
し
た
。
品
々
帳
に
は
上
記
各
町
各
一
名
の
計
九
名
の

組
合
頭
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
古
文
書
に
は
一
町
に
つ
い
て
三
ー
五
名
の
組
合
頭
か
連

署
し
て
い
る
の
で
、
品
々
帳
の
そ
れ
は
箪
頭
者
を
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

組
合
頭
は
各
町
内
を
代
表
す
る
の
で
、
権
限
は
町
三
役
ほ
ど
大
き
く
は
な
か

っ
た
が
、
直
接
町
民
に
接
し
、
町
民
と
苦
楽
を
共

に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
最
も
下
情
に
通
じ
た
町
役
人
で
あ

っ
た
。
要
す
る
に
組
合
頭
は
、
藩
政
遂
行
の
最
末
端
機
関
で
あ
る
と

ヽ

と
も
こ,9
 

町
民
の
意
志
を
上
に
通
ず
る
第
一
番
の
窓
口
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
査
料
と
な
る
の
は
前
掲
元
禄
六
年
「
組
中
人
々
手
前
品
々
党
書
帳
」
で
あ
る
。

の
帳
簿
に
よ
る
と
、
表
通
り
に
住
ん
で
宅
地
・
家
屋
と
も
所
有
す
る
本
家
と
、
裏
通
り
で
宅
地
や
家
屋
を
借
り
て
い
る
借
地
借
家

こ
の
階
層
別
の
ほ
か
に
、
古
く
よ
り
こ
の
町
に
住
み
つ
い
て
安
定
し
た
査
産
と
職
業
を
有
す
る
者
と
、
加 こ

宝暦6年(1756)5月 越中城端図

（城端町中央公民館蔵）
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第一章 城端曳山成立の背景

蛾質豆糸酒蔵絹
家

燭 腐絹 商
仲

職
屋屋売買造宿売

兼

二―-0 三 四九 業

専

0 0 0 - 0 0 七 業

計
ニーー一三 四六

小茶四米太薬八
家

問 十
物 百

物 物

屋売商商売種物
職

兼

+ - - - - 業

専

0 0 0 0 - 0 0 業

計
9 9 

田糸手大桧 家
畑手問

笠
請問機

作繰織工売
職

兼

- - 0 - - 業

専

0 - - 0 - 業

計

賀

藩

の

改

作

法

後

農

村

を

締

め

出

さ

れ

て

、

こ

の

町

に

来

住

し

、

ほ

と

ん

ど

無

査

本

で

職

業

も

安

定

し

て

い

な

い

者

と

の

階

層

も

あ

る

。

両

者

を

比

較

す

る

た

め

に

東

上

町

と

西

新

田

町

を

あ

げ

よ

う

。

東

上

町

は

善

徳

寺

門

前

に

も

っ

と

も

古

く

開

か

れ

た

町

で

あ

り

、

西

新

田

町

は

承

応

二

年

（

一

六

五

三

）

改

作

法

施

行

当

初

に

開

か

れ

た

町

で

あ

る

。

東

上

町

の

本

家

四

三

軒

の

職

業

に

つ

い

て

整

理

し

た

の

か

次

の

表

で

あ

る

。

こ

の

表

に

よ

れ

ば

、

絹

商

売

が

圧

倒

的

に

多

く

、

専

業

・

兼

業

あ

わ

せ

て

三

六

軒

に

達

し

て

い

る

。

の

職

業

構

成

は

、

次

に

あ

げ

る

西

新

田

町

の

そ

れ

と

大

差

な

い

こ

と

が

わ

か

る

。

即

ち

こ

の

町

の

本

家

で

、

絹

に

全

く

関

係

の

な

い

家

は

数

軒

に

す

ぎ

な

い

。

も

っ

と

も

こ

れ

は

本

家

の

み

に

つ

い

て

で

あ

っ

て

、

裏

通

り

の

二

0軒
は

、

そ

- 17 -



/‘ 町 の 構 造

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
専
業
が
す
く
な
く
て
兼
業
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

―
つ
の
職
業
に
よ
っ
て
安
定
し
た
生
活
を
な
し
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
在
郷
町
の
性
格
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

商
業
の
場
合
で
も
無
査
本
か
或
い
は
小
査
本
で
出
来
る
小
商
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
ち
わ
せ
る
と
一
八
七
に
達
す
る
。

太油茶手仕四絹手日田

入十 畑

間布物 間用｀

売売売糸商商商絹稼だ

物

家

職

ー一 ―ー：：：：＝一四四七五ー四九＿九六
兼
業

と
く
に
西
新
田
町
の
場
合
、
総
家
数
―
二
五
軒
に
三

0
種
類
も
の
職
業
が
あ
り
、
兼
業

・
専
業
あ

こ
の
こ
と
は
二
種
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
職
業
を
兼
ね
る
者
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な

さ
ら
に
こ
れ
ら
三

0
種
に
及
ぶ
職
業
は
、

ーニニ五三二八 00ニ
専
業

三
八一九ニニ一七一六一四1

0
 

九六五
計

大室木鍛桧笠小桶布紺

間

物

工屋引治屋売商屋間屋

物 手

家

職

ーニ〇ーニニーニ三二
兼
業

次
に
西
新
田
町
の
職
業
構
成
は
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

00ニー 0 0 - - 0 -
専
業

田
畑
請
作

・
日
用
稼
を
始
め
と
す
る
肉
体
労
働
が
最
も
多
く
‘

ーニニニニニニ三三三
計

こ
の
傾
向
は
当
時
の
城
端
町
全
体
に
つ
い

八目ろかご箕かた辻

講うら みば
計布薬そ ざ
中くし ゅこ
持売売売売売い売番

家

職

五三―---0 0 0 - -
兼

業

二

四 0 0 0 0 - - - 0 0 

専

業

心――――-----
計
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第一迂 城端曳山成立の背景

の
年
貢
を
収
納
し
、

が
で
き
な
い
。

―一

月
二
六
日
付
で
、
領
内
の
町
々

言
9
[
[

IJロロニ
[

]

0
と
に
わ
か
れ

L

甲

}

2

 

レ
しム1
 

で
i

弓

tf>

い
て
安
定
し
た
職
業
を
永
年
に
わ
た

っ
て
継
続
し
た
の
で
、

あ
て
に
、
蔵
宿
の
選
定
に
つ
い
て
指
示
を
与
え
て
い
る
が
、

町
役
人
は

次
第
に
査
本
を
蓄
栢
し
、
査
産
を
も
つ
も
の
が
多
く
な

っ
た
。

よ
う
に

一
定
の
査
産
や
衰
本
を
必
要
と
す
る
職
業
の

―
つ
が
蔵
宿
で
あ
る
。
蔵
宿
と
は
‘
藩
の
家
臣
団

（給
人
）

こ
れ
を
保
管

・
販
売
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
者
で
あ
る
。
給
人
知
の
年
貢
米
は
、
初
期
に
お
い
て
は
公
領

の
そ
れ
と
と
も
に
在
村
の
有
力
農
民

（例
え
ば
十
村
肝
煎
な
ど
）
の
持
蔵
に
納
め
ら
れ
た
か
、
改
作
法
の
前
後
か
ら
町
方
の
有
力

町
人
を
指
定
し
て
そ
の
業
務
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
藩
は
承
応
三
年

（一

六
五
四
）

次
い
で
寛
文
二
年

（一

六
六
二
）

七
月

一
0
日
付
蔵
宿
設
置
の
町
々

を
正
式
に
指
定
し
た

。

越
中
の
川
西
で
は
高
岡

・

今
石
動

・

氷
見

•

福
光

・

戸
出
と
と
も
に
城
端
も
指
定
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
城
端
の
蔵
宿
は
承
応
三
年
以
前
よ
り
創
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
初
期
の
状
況
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と

し
か
し
元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
は
次
表
の
通
り
蔵
宿
を
家
職
と
す
る
九
家
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

元
禄
期
の
城
端
町
民
の
う
ち
、
上
層
の
町
人
は
早
く
よ
り
町
に
住
み
つ

町
人
資
本
の
蓄
積

H
ー
|
ー蔵

宿

の
知
行
地
か
ら
こ
の

要
す
る
に
元
禄
期
の
城
端
町
は
、

草
分
町
人
を
含
む
上
層
町
人
層
と

- 19 -



七 町人資本の蓄積（―)-----蔵宿＿

る
他
は
、
す
べ
て
絹
商
で
あ

っ
た
。

郡
地
方
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ

っ
て
、
城
端
蔵
宿
の
幾
つ
か
の
特
質
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
彼
等
の
出
身
地
は
、

ヽ

こ
の
こ
と
は

い
ず
れ
も
絹

五
箇
山
を
除
く
南
砺
波

農
村
の
結
び
付
き
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
城
端

へ
出
た
年
代
が
、
大
体
に
お
い
て
著
し
く
旧
い
こ
と
で
あ
る
。

泉

）
み
屋
三
右
衛
門
の
み
は
承
応
元
年

（
一
六
五
二

）
に
城
端

へ
出
て
い
る
か
、
他
は
い
ず
れ
も
慶
長
以
前
で
あ
り
、
特
に
黒
田
屋
小

次
に
述
べ
る
城
端
貸
方
業
者
の
場
合
も
同
様
で
あ

っ
て
、
蔵
宿
と
付
近

（

和
い
つ

左
衛
門
等
五
軒
は
天
正
一

0
年

(
-
五
八
二

）
前
後
に
来
住
し
て
い
る
草
分
町
人
に
属
す
る
。
家
職
に
つ
い
て
は
‘

に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
松
前
屋
与
三
右
衛
門
が
絹
仕
入
・
酒
造
を
兼
ね
、
浜
屋
弥
兵
衛
が
酒
屋
を
も
兼
ね
て
い

<
松月．，IJ い浜浜野黒田松
つ 尻田野木 名
屋み屋屋屋屋尻屋
与や 屋
彦右 三三宗弥九小 庄

衛右衛右衛衛右兵郎兵衛左韮二 右衛 月・• lj 

門門門門衛衛門郎門

同同同同同同同同砺 出

山信泉 井野柴中八 身
田末 ロ眉原 木
村村村 村 館村村 地

9 9 9 来
ー一 四 ― - 0 ニ ー 九

＾ 住
九 〇一 九九五 000 月・ • lj 

年年年年年年年年年 ―'年

絹絹同絹同同同同絹
兼

仕
入ヽ

酒
酒

職
商造 商屋 商

宅一三 八八 〇 九八 〇 四
六六三 四 〇 七六八 三

九 五- - - - - ―ニ 地
歩歩年歩歩歩歩歩歩

下
使

ニ 四四四 三 四 三ニニ 人

下
用

七六六六四七八六四 女

9 9 

計 人
九 000七 ー一 八 六

同西同同東同同同東 町
上 下 上
町 町 町 名
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第一章 城端曳山成立の背県

ら
に
こ
の
こ
と
を
町
役
人
及
び
近
所
の
者
に
通
告
す
る
こ
と

こ
れ
に
反
す
る
場
合
は

こ
れ
を
奉
行
所
に
通
知
す
る
こ
と
を
命

加
賀
藩
は
、
承
応
三
年
（

一
六
五
四
）

入
の
も
の
と
知
行
分
と
に
分
れ
る
が

の
専
業
は
全
く
な
く
、
絹
商
な
ど
の
兼
業
で
あ
っ
た
こ
と
も

こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

絹
屋
の
多
い
東
上
町
に
お
い
て
も
、
全
戸
平
均
す
る
と

一
軒
当
り
下
人
半
人
強
、
下
女
二
人
強
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
蔵
宿
は

宿
九
軒
の
平
均
坪
数
が
一
三
五
坪
余
と
な
っ
て
い
る
。

蔵
宿
の
社
会
的
地
位
の
高
さ
を
示
す
も
の
に
、
宅
地
の
広
さ
と
使
用
人
数
が
あ
る
。
宅
地
の
坪
数
は
、

著
し
く
大
き
か
っ
た
。

使
用
人
の
多
い
こ
と
も
目
立
つ
。
絹
屋
が
下
人
下
女
、

す
る
も
の
で
あ
る
。

に
当
っ
て
は
、

町
の
中
心
地
で
、
豪
商
の
数
も
多
い
東
上
町
六
六
軒
の
平
均
坪
数
が
五
四
坪
余
で
あ
る
の
に
対
し
て
‘
蔵

こ
れ
は
彼
等
の
固
定
資
産
の
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
蔵
宿
の

と
く
に
下
女
を
多
く
使
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
、

一
軒
当
り
下
人
は
三
人
強
、
下
女
は
六
人
弱
で
、
下
人
は
六
倍
、
下
女
は
三
倍
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
‘
蔵

宿
の
城
端
町
に
お
け
る
社
会
的
地
位
は
極
め
て
高
く
、
町
の
指
導
的
地
位
に
あ

っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
他
面
よ
り
考
え
る
と
、
蔵
宿
の
選
定
に
当
っ
て
、
町
の
最
も
有
力
な
商
人
を
対
象
と
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
蔵
宿

蔵
宿
は
前
述
の
通
り
、
藩
の
家
臣
達
の
知
行
米
を
預
り
、

そ
の
出
納
を
司
る
商
人
で
あ
る
。
農
民
の
納
め
る
年
貢
米
は
‘
御
蔵

こ
の
う
ち
知
行
分
は
蔵
宿
に
納
入
さ
れ
て
、
収
入
者
で
あ
る
給
人
の
指
図
に
よ

っ
て
出
納

そ
れ
故
蔵
宿
は
御
蔵
役
人
と
米
商
人
を
兼
ね
た
重
要
な
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
家
臣
達
が
蔵
宿
を
選
定
す
る

そ
の
知
行
米
が
安
全
に
収
納
、
保
管
、
出
納
さ
れ
る
よ
う
、
確
実
な
信
用
の
あ
る
商
人
を
選
ぶ
必
要
が
あ

っ
た
。

蔵
宿
が
町
の
有
力
商
人
の
家
職
と
し
て
固
定
し
、
特
定
の
給
人
と
の
契
約
が
子
々
孫
々
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

―
一
月
二
六
日
付
で
、
蔵
宿
の
選
定
に
つ
い
て
藩
主
の
御
印
物
で
町
々
へ
指
示
を
与
え

た
。
城
端
町
に
対
し
て
も
奉
行
菊
地
大
学

・
伊
藤
内
膳
連
署
の
御
印
物
で
、
蔵
宿
に
は
確
実
な
者
を
選
び
、
保
証
人
を
と
り
、

さ
こ
の

一
般
の
町
民
に
比
し
て
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七 町人資本の蓄積（一トー—蔵宿―

か
け
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
享
保
―

一
年

(
-
七
二
六
）

競
争
が
激
し
く
な
る
。

じ
て
き
た
。

次
い
で
同
年
一
一
月
二
七
日
付
篠
嶋
豊
前
署
名
の
御
印
物
で
‘
知
行
米
保
管
中
の
蔵
宿
の
遠
出
禁
止
、
不
審
な
行
動

の
あ
る
蔵
宿
の
密
告
、
逃
亡
し
た
蔵
宿
の
処
置
な
ど
を
決
定
し
た
。

前
述
の
如
く
、
藩
は
究
文
二
年
（
一
六
六
二

）
七
月
一

0
日
蔵
宿
設
附
の
町
々
を
正
式
に
指
定
し
た
が
、

給
人
が
蔵
宿
を
決
め
る
方
法
を
定
め
た
。

た
は
郡
奉
行
）
に
相
談
し
て
決
定
す
る
。
給
人
よ
り
相
談
を
う
け
た
奉
行
は
‘

確
実
な
者
に
決
定
せ
よ
と
命
じ
た
。

1
0
月
、
藩
は
蔵
宿
た
ち
か
競
っ
て
給
人
に
対
し
て
年
頭
の

即
ち
蔵
宿
の
選
定
は
原
則
と
し
て
給
人
が
そ
の
町
を
支
配
し
て
い
る
奉
行

（
町
奉
行
ま

そ
の
蔵
宿
お
よ
び
請
人
を
十
分
に
吟
味
し
た
上
で
、

さ
ら
に
藩
は
同
日
付
で
「
御
家
中
諸
給
人
知
行
米
預
置
候
蔵
本
御
定
之
党
」
を
定
め
た
。

の
規
定
は
藩
の
寄
合
所
で
決
定
し
て
奉
行
の
篠
嶋
盟
前
に
指
令
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
第
三
条
で
、
蔵
宿
の
不
都
合
で
預
リ
米
に
机
失
を
与
え
た
時
は
、
当
の
蔵
宿

・
請
人
と
も
に
戦
所
ま
た
は
死
罪
と
し
、
机
失
米
は
町
の
十
人
組
に
お
い
て
弁
伯
す
べ
し
と
規
定
し
た
。
蔵
布
の
責
務
の
重
さ
と

そ
れ
故
に
不
正
に
対
す
る
制
裁
の
厳
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
か
条
に
わ
た
っ
て
蔵
宿
の
業
務
と
責
任

笈
文
以
来
町
方
に
集
中
し
た
蔵
宿
の
活
動
は
‘
藩
の
厳
重
な
監
督
の
も
と
に
制
約
さ
れ
た
と
は
い
え
、

行
米
の
出
納
を
扱
う
の
で
、

し
て
苦
栢
さ
れ
、

そ
の
利
益
も
大
き
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
町
の
産
業
に
投
賽
さ
れ
る
。
元
禄
期
は
、

蔵
宿
に
よ

っ
て
苦
栢
さ
れ
た
衰
本
投
在
に
よ
る
利
益
も
大
き
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
書
の
中
で
、

ぼ
う
大
な
家
臣
団
の
知

そ
し
て
蔵
宿
の
利
益
の
一
部
は
当
然
賓
本
と

享
保
期
（
一
七
ニ
ハ
ー
）
に
入
っ
て
、
元
禄
期
の
好
況
の
波
が
去
っ
て
不
況
に
な
る
と
、
好
況
期
に
増
え
た
蔵
宿
相
互
の
間
の

を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
過
当
競
争
は
、
彼
等
自
身
の
拍
失
を
ま
ね
く
の
み
な
ら
ず
、
米
を
預
け
る
給
人
に
も
迷
惑
を

の
ち
に
述
べ
る
如
く
全
国
的
に
経
済
が
好
況
で
あ
っ
た
の
で
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城
端
の
上
層
町
人
の
中
に
貸
方
と
称
す
る
職
業
に
従
事
す
る
者
が
あ

っ
た
。
貸
方
と
は
五
箇
山
の
農
民
に
対
す
る
高
利
貸
付
を

業
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
箇
山
は
砺
波
郡
の
南
部
に
位
置
し
、
庄
川
お
よ
び
そ
の
支
流
の
利
賀
川
の
上
流
谷
合
い
に
展
開
す
る

村
々
で
、

民
た
ち
は
、
生
活
必
需
物
査
の
多
く
を
城
端
に
仰
ぎ
、
ま
た
五
箇
山
の
産
物
を
城
端
に
お
い
て
売
却
し
た
。
な
お
そ
の
上
に
五
箇

山
は
そ
の
特
産
で
あ
る
焔
硝
を
物
納
す
る
ほ
か
は
、
平
地
の
村
と
異

っ
て
年
貢
諸
役
は
す
べ
て
金
納
で
あ

っ
た
。

諸
役
に
要
す
る
金
子
を
得
る
た
め
に
も
、
産
物
を
換
金
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。

ノ＼
ヽ
の
確
実
有
利
な
数
少
な
い
投
賽
先
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

る
。 蔵

宿
は
給
人
の
知
行
米
を
出
納

・
保
管
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
利
益
を
得
た
が
、
給
人
の
方
も
蔵
米
を
担
保
に
し
て
蔵
宿
よ
り
金

銭
の
融
通
を
う
け
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
享
保
の
不
況
期
に
は
、
米
価
の
低
落
の
た
め
、
家
計
を
知
行
米
の
み
に
依
存
し
て
い
た
家

臣
達
の
経
済
は
苦
し
か

っ
た
。
藩
は
享
保

―
一
年

（一

七
二
六
）

町
奉
行
よ
り
城
端
蔵
宿
に
通
達
を
出
し
、
蔵
宿
は
そ
の
分
限
に

応
じ
て
給
人
へ
の
金
銭
の
融
通
か
ら
、
大
坂
登
米
の
世
話
、
上
方
で
の
買
物
ま
で
、
万
事
給
人
の
経
済
面
へ
の
協
力
を
命
じ
て
い

い
っ
ぽ
う
、
給
人
へ
の
融
査
は
蔵
宿
に
と

っ
て
も
有
利
で
あ

っ
た
。

町
人
資
本
の
蓄
積
口

貸
方

祝
儀
な
ど
を
贈
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。

こ
こ
に
五
箇
山
と
城
端
と
の
間
に
密
接
な
経
済
関

た
ん
な
る
蔵
敷
料
の
収
入
の
ほ
か
に
‘
確
実
な
担
保
の

あ
る
有
利
な
査
金
運
用
が
で
き
る
の
で
、
農
村
に
対
す
る
投
査
が
極
度
に
制
限
さ
れ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
苦
栢
さ
れ
た
資
本

山
麓
に
位
置
す
る
城
端
よ
り
最
も
近
い
下
梨
村
で
も
、
朴
峠
を
こ
え
る
三
里

一
五
町
の
道
程
が
あ

っ
た
。
五
箇
山
の
農

そ
れ
故
‘
年
貢
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関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
三
軒
は
八
講
布
を
扱
い

こ
れ
ら
牒
村
よ
り
吸
収
さ
れ
た
査
本
が
、
貸

一
軒
は
質
屋
を
兼
ね
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
‘
絹

・
八
講
布
あ

こ
の
六
軒
の
貸
方
業
者
に
つ
い
て

い
く
つ

城
端
の
貸
方
業
者
は
、
元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
よ
れ
ば
、
西
上
町
の
絹
屋
宗
兵
衛
、
浜
屋
半
七

・
絹
屋
弥
右
衛
門
・
高
瀬
屋
伝

右
衛
門

・
荒
山
屋
七
左
衛
門
、
西
下
町
の
河
内
屋
市
郎
右
衛
門
の
六
家
で
あ
っ
た
。

か
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
こ
れ
ら
六
軒
は
い
ず
れ
も
こ
の
町
の
草
分
町
人
な
い
し
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ

る
。
荒
山
屋
七
左
衛
門
を
除
く
五
軒
は
天
正
年
代
に
城
端
に
来
て
数
代
経
て
お
り
‘

れ
も
砺
波
郡
で
、
城
端
の
近
村
で
あ
る
。

七
左
衛
門
は
荒
山
屋
利
兵
衛
よ
り
分
家
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
親
家
の
荒
山
屋
は
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
砺
波
郡
三
消
村
よ
り
城
端
に
出
て
い
る
。
次
に
元
住
地
は
い
ず

五
箇
山
出
身
の
家
は
一
軒
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

る
い
は
質
屋
の
営
業
が
、
査
本
の
菩
積
に
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
‘

次
に
彼
等
の
家
職
は
い
ず
れ
も
絹
に

河荒高絹浜絹
内山瀬 名
屋屋屋屋屋屋
市
郎七伝弥半宗
右左右右 兵
衛衛衛衛 月．I，J 

門門門門七衛

砺居砺砺砺砺 出、、、、、

是町高大井大 身
安・瀬 塁ノ鋸
分 口屋

地
村家村村村村

,..,  来
9 9 ,  

＾住
〇三〇五九五

刑．． 

年年年年年年 一年

絹絹絹絹絹絹
商仕商 ・ 家
・入並八八八

五g ・貸講講講
ヶ 方並並並
山． 貸貸貸
貸貸 方方方 職

方方

宅
四五九八一七
四三八九九八

九三六三九八 地
歩歩歩歩歩歩

下
使

三 00二四四 人

下
用

七一三六九九 女

計 人
〇一三八三三

西同同同同西 町
下 上
町 町 名

係
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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が
っ
て
、
五
箇
山
と
城
端
は
従
来
の
経
済
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
も

こ
の
よ
う
な
非
公
認
の
経
済
関
係
は
五
箇
山
農
民
に
も

書
写
し
て
関
心
の
程
を
示
し
て
い
た
。

人
に
売

っ
て
、
年
貢
諸
役
を
勤
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

あ
ろ
う
。

城
端
の
貸
方
業
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
は
明
白
に
し
得
な
い
。
し
か
し
前
述
の
通
り
、

て
、
城
端
町
人
の
五
箇
山
に
対
す
る
貸
付
の
は
じ
め
は
、

う
。
す
な
わ
ち
加
賀
藩
政
の
当
初
よ
り
、

五
箇
山
と
城
端
の
経
済
構
造
か
ら
考
え

天
正
年
代

(-
五
七
三
ー

）
に
ま
で
遡
る
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ

五
箇
山
の
農
民
は
城
端
町
人
の
前
貸
し
を
う
け
て
生
産
に
従
事
し
、
生
産
物
を
城
端
町

し
か
る
に
、
藩
は
慶
安

（一

六
四
八
ー

）
か
ら
明
暦

（一

六
五
五
ー

）
に
か
け
て
改
作
法
を
実
施
し
た
結
果
、

五
箇
山
牒
民
と

城
端
貸
方
商
人
と
の
関
係
に
重
大
な
変
化
を
及
ぽ
す
恐
れ
が
生
じ
て
き
た
。
改
作
法
は
、
本
来
農
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
町
人
は
直
接
的
に
は
取
締
り
の
対
象
の
外
に
あ

っ
た
。
し
か
し
改
作
法
の
う
ち
の
、
農
村
に
対
す
る
金
銀
米
銭
の
貸
付
禁

止
は
、
町
人
に
と

っ
て
も
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
。
農
村
相
手
の
取
引
の
多
い
城
端
町
人
は
、
改
作
法
関
係
の
法
文
を

こ
の
政
策
を
五
箇
山
に
対
し
て
も
強
行
さ
れ
る
と
‘
僻
地
で
あ
り
金
納
地
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
も
つ
五
箇
山
農
民
は
、
生

産
を
続
け
、
年
貢
諸
役
を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
故
改
作
法
後
に
お
い
て
も
五
箇
山
農
民
の
城
端
町
人
に
対
す
る

経
済
的
依
存
の
体
制
は
続
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
体
制
を
続
け
る
こ
と
は
改
作
法
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
た

て
い
る
。

こ
れ
ら
使
用
人
は
絹
業
の
方
に
多
く
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が

こ
の
う
ち
下
人
は
貸
方
の
取
立
に
活
躍
し
た
も
の
で

こ
の
町
全
体
で
は

方
の
元
資
と
し
て
、

五
箇
山
へ
再
投
資
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
次
に
下
人

・
下
女
の
数
が
著
し
く
多
い
こ
と
で
あ
る
。

一
軒
当
り
平
均

一
人
強
の
下
人
・
下
女
数
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
貸
方
の
場
合

一
軒
当
り
平
均
八
人
と
な

っ
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が
あ

っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
五
箇
山
に
対
し
て
城
端
と
同
様
の
経
済
関
係
を
も

っ
て
い

こ
の
不
安
を
解
消
す
る
に
は
、
城
端
と
五
箇
山
と
の
経
済
関
係
を
改
作
法
の
例
外
と
し
て
藩
に

か
く
て
城
端

・
五
箇
山
の
双
方
か
ら
藩
に
働
き
か
け
た
結
果
、
寛
文
元
年

(
-
六
六
一
）

よ
り
の
経
済
関
係
を
公
認
す
る
に
至

っ
た
。
同
年

―
二
月

一
0
日
付
で
、

五
箇
山
十
村
よ
り
城
端
町
肝
煎
宛
の
文
告
で
、
藩
の
公

認
の
内
容
が
通
告
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
藩
が
公
認
し
五
箇
山
役
人
も
責
任
を
負
う
の
は
、
年
貢
諸
役
の
た
め
に
用
意
す
る

こ
の
両
者
と
も
に

―
二
月
に
貸
付
け
、
前
者
は
翌
年
六
月
中
に
、
後
者

は
同
三
月
中
に
返
済
し
、

利
息
は
と
も
に
月

一
分
七
厘
と
な

っ
て
い
た
。
返
済
の
代
伯
と
し
て
五
箇
山
の
産
物
を
納
め
る
と
き
は
、

時
の
相
場
で
こ
れ
を
受
取
り
、
家

・
田
地
な
ど
を
売

っ
て
返
済
す
る
時
は
、

五
箇
山
役

か
く
し
て
城
端
の
貸
方
業
者
の
五
箇
山
農
民
に
対
す
る
貸
付
が
改
作
法
の
例
外
と
し

て
公
認
さ
れ
た
が
、
両
者
の
貸
借
に
は
五
箇
山
役
人
が
介
入
す
る
と
い
う
重
大
な
制
約

た
井
波
の
五
箇
山
貸
商
人
も
同
じ
で
あ

っ
た
。
城
端
を
管
轄
し
て
い
る
の
は
今
石
動
町

奉
行
で
あ
り
‘
井
波
の
そ
れ
は
砺
波
郡
奉
行
で
あ

っ
た
が
、

•

井
波
の
五
箇
山
貸
し
商
人
を
公
認
し
た

。

双
方
か
ら
藩
当
局
に
強
力

に
慟
き
か
け
た
の
で
あ
ろ
う。

党
文

一
0
年

（
一
六
七

0
)
七
月
六
日
付
、
藩
は
城
端

公
認

の
文
書
は
藩
の
最
高
機
関
で
あ
る
寄

合
所
よ
り
御
算
用
場
経
由
で
今
石
動
町
奉
行
と
砺
波
郡
奉
行
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
内

人
の
承
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

資
金
と
作
食
米
買
入
れ
の
費
用
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
。

よ
っ
て
公
認
し
て
も
ら
う
以
外
に
方
法
が
な
か

っ
た
。

城
端
町
人
に
も
不
安
が
あ

っ
た
。

善 徳 寺 通 用 D 

ー
ニ
月
に
至
り
、
藩
は
両
者
の
従
来
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経
済
の
バ
ラ
ン
ス
の
維
持
に
一
役
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

九、

絹
織
物
業
の
成
立

容
は
詳
細
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
藩
は
城
端

•

井
波
町
人
の
五
箇
山
貸
し
を
、
従
米
通
り
改
作
法
の
例
外
と
し
て
こ
れ
を
認
め
、

こ
れ
ら
貸
方
業
者
の
不
当
利
得
は
、
貸
付
前
金
の
利
息
の
公
定
と
、
産
物
買
取
価
額
の
公
正
と
い
う
二
点
に
お
い
て
取
締
ま
り
、

そ
の
代
償
と
し
て
五
箇
山
農
民
の
脇
借
り
を
禁
止
し
て
、
城
端
•
井
波
町
人
の
五
箇
山
貸
し
の
独
占
権
を
認
め
た
の
で
あ
る

。

五
箇
山
の
生
産
物
で
最
も
重
要
で
あ

っ
た
烙
硝
は
、
藩
が
独
占
的
に
買
上
げ
た
の
で
、

供
し
得
る
産
物
は
、
生
糸
を
第
一
と
し
、
他
は
紙
・
苧

．
蓑

．
櫨

・
木
材
な
ど
わ
ず
か
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

山
農
民
は
城
端
貸
方
を
通
じ
て
、
食
糧

・
雑
貨
の
ほ
か
製
紙
の
材
料
な
ど
を
城
端
で
調
達
し
、

の
売
却
代
で
決
済
を
行
っ
た
。

城
端
商
人
の
五
箇
山
に
対
す
る
前
貸
し
に
よ
る
商
取
引
は
、

、
こ
。

L

t
 

城
端
の
絹
織
物
業
の
起
源
に
つ
い
て
、

て
い
る
。
遠
く
南
朝
の
武
士
に
畑
六
郎
左
衛
門
時
能
が
い
た
。

五
箇
山
農
民
が
城
端
の
貸
方
業
者
に
提

江
戸
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ
、

五
箇

さ
ら
に
明
治
以
後
近
代
に
ま
で
続

そ
う
し
て
こ
れ
か
、
城
端
に
お
け
る
商
業
資
本
の
蓄
栢
に

一
役
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
城
端
町
の
最
も
重
要
な
産
業
は
絹
織
物
業
で
あ

っ
た
。
城
端
の
絹
織
物
業
は
、
加
賀
藩
の
国
産
と
し
て
も

重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
加
賀
国
小
松
や
大
聖
寺
産
の
絹
と
と
も
に
‘
加
賀
絹
の
名
で
領
外
に
販
売
さ
れ
て
、
藩
の
移
出
入

町
に
の
こ
る
伝
説
が
あ
る
。
城
端
水
月
庵
鎮
座
の
天
満
宮
の
縁
起
に
次
の
よ
う
に
伝
え

そ
の
子
孫
で
掃
部
と
い
う
者
か
武
士
の
身
分
を
す
て
て
民
間
に
く

こ
れ
か
前
貸
し
と
な

っ
て
、
産
物
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九 絹織物業の成立

合
、
ま
ず
こ
の
四
家
を
対
象
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
如
く
四
家
が
あ
る
。

ら
く
は
元
禄
期
以
降
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
り
、

天
正
の
頃
城
端
に
来
た
り
、
名
を
庄
左
衛
門
と
改
め
て
商
業
に
従
事
し
た
。
庄

左
衛
門
は
、
あ
る
時
都
に
の
ぼ
っ
て
北
野
の
天
満
宮
に
参
詣
し
た
。
三
七
日
の
参
籠
の

間
、
城
端
の
領
主
荒
木
大
膳
の
も
と
に
あ
る
蒻
像
を
信
心
す
べ
き
こ
と
を
夢
告
さ
れ
た
。

殿
庄
左
衛
門
は
帰
国
後
領
主
よ
り
尊
像
を
授
け
ら
れ
た
。
庄
左
衛
門
は
こ
の
尊
像
に
対
し

拝宮
て
、
辺
部
の
地
に
不
易
の
産
業
を
興
す
べ
き
こ
と
を
祈
念
し
、
一
七
日
の
参
籠
を
し
た

と
こ
ろ
、
糸
絹
を
以
て
業
と
す
れ
ば
市
中
繁
昌
す
べ
し
と
の
御
告
を
蒙

っ
た
。
そ
れ
よ

明神端
り
絹
織
物
業
を
は
じ
め
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
長
く
城
端
の
産
業
と
な

っ
た
。
畑
庄
左

城

衛
門
は
絹
業
の
元
祖
で
あ
る
か
ら
絹
屋
を
屋
号
と
し
た
。

水
月
庵
天
満
宮
縁
起
は
現
存
の
も
の
は
、
嘉
永
五
年

(
-
八
五
三
）
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
町
に
古
く
よ
り
伝
わ
る
伝
説
を
筆
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
発
生
し
た
時
期
は
、
恐
ら
く
は
城
端
に
絹
業
が
相
当
盛
ん
に
な

っ
た
後
、
彼
等
同
業
の
者
が
守
護
神
と
し
て
天
満
宮
を
仰
ぎ
、

そ
の
縁
起
に
絹
屋
の
屋
号
を
も
つ
当
町
屈
指
の
旧
家
で
あ
る
畑
家
の
由
来
が
結
び
つ
い
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
恐

町
の
伝
承
で
城
端
絹
の
元
祖
と
伝
え
る
、
絹
屋
の
屋
号
を
も
つ
畑
家
は
、
元
禄
六
年

（一

六
九
三

）

こ
の
伝
説

の
品
々
帳
に
よ
る
と
次
表

こ
の
四
家
の
他
に
も
絹
屋
を
号
す
る
家
が
数
軒
あ
る
が
い
ず
れ
も
新
し
く
、
城
端
絹
の
創
始
を
考
え
る
場
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第一章 城端曳山成立の背景

こ
の
大
鋸
屋
村
よ
り
来
住
し
た
絹
屋
四
家
の
ほ
か
に
、
初
期
の
城
端
絹
の
発
展
に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
越
前
国
板
倉

村
よ
り
来
住
し
た
越
前
屋
を
屋
号
と
す
る
六
家
と
、
尾
張
国
清
洲
よ
り
来
住
し
た
尾
張
屋
を
屋
号
と
す
る
三
家
で
あ
る
。
前
者
は

慶
長
九
年
（
一
六

0
四
）
に
同
時
に
来
住
し
、
後
者
は
文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）
に
二
家
、
慶
長
三
年

(
-
五
九
八
）
に

一
家
来

住
し
た
。
前
に
述
べ
た
通
り
、
初
期
の
城
端
町
を
構
成
し
た
草
分
町
人
が
、

し
て
、
こ
れ
ら
越
前
お
よ
び
尾
張
よ
り
数
家
が
来
住
し
、
し
か
も
そ
の
家
職
が
代
々
絹
の
生
産
や
販
売
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
越
前

・
尾
張
は
い
ず
れ
も
絹
織
物
業
の
先
進
地
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
絹
業
の
技
術
を
も

っ
た
こ
れ

ら
の
人
達
の
来
住
が
、
初
期
の
城
端
絹
織
物
業
を
発
展
さ
せ
る
の
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
か
の
時
期
に
没
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

絹き絹き
屋

ぬ ぬ
屋や屋や

弥与久 宗
号

右三兵兵
衛兵

名
門衛衛衛

右右右砺
ニニニ波 出
同同同郡
シシシ大 身

塁 地
村

右右右一 出
- - - 一

＾ 身同同同五 年
シシシ年 ―'年

絹手絹絹
・間並並 家

八絹 雷八
講並講

並貸 茶商 職
方

下下
八〇六四 女人
人人人人 数

村
で
あ
る
こ
と
と
、
城
端
に
出

城
端
絹
の
祖
と
伝
え
ら
れ
る
に

ふ
さ
わ
し
く
草
分
町
人
の
中
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
家
職
は
与
三
兵
衛
家
以
外
は
八
講
布

・
茶

・
貸
方
な
ど
を
兼
ね
て
い
ず
れ
も

絹
屋
で
、
下
人
下
女
数
も
多
く
、
そ
の
家
格
と
繁
栄
を
ほ
こ

っ
て
い
る
。
与
三
兵
衛
家
の
み
は
手
間
絹

・
茶
商
を
し
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
近
村
及
び
五
箇
山
よ
り
来
住
し
た
の
に
対

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

た
年
が
天
正
五
年
(
-
五
七
七
）

そ
の
出
身
地
が
砺
波
郡
大
鋸
屋

J
の
四
家
に
共
通
な
こ
と
は
、
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しー 原料糸の産地

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
城
端
の
町
立
て
当
初
に

原
料
糸
の
産
地

絹
織
物
業
の
発
展
の
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
‘

こ
れ
を
織
る
に
必
要
な
労
働
力
で
あ
ろ
う
。
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
加
賀
藩
の
改
作
法
に
よ

っ
て
牒
村

を
締
め
出
さ
れ
て
町
に
集
ま
っ
て
き
た
下
層
町
民
と
、
周
囲
の
農
村
の
二
、
三
男
、
子
女
か
豊
富
に
し
て
安
価
に
提
供
さ
れ
た
の

絹
の
原
料
で
あ
る
生
糸
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
五
箇
山
か
あ
げ
ら
れ
る
。

あ
っ
た
天
文
年
間
(
-
五
三
ニ
ー
）
に
、
本
願
寺
に
対
し
て
生
糸
や
絹
綿
を
貢
納
し
て
い
た
こ
と
が
、
証
如
上
人
の
「
天
文
日
記
」

に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
絹
要
な
ど
の
経
済
関
係
を
別
に
す
れ
ば
、
原
料
で
あ
る
生
糸
の

五
箇
山
に
お
い
て
は
、

五
箇
山
の
真
宗
門
徒
は
十
日
講
を
結
成
し
て
、
教
義
の
伝
導
談
合
を
行
う
か
た
わ
ら
、

天
文
ニ
―
年

(
-
五
五
二
）

-
0
月
二
七
日
付
下
梨
修
理
亮
乗
査
ほ
か
八
六
名
連
署
の
起
請
文
に
よ
る
と
、

が
本
願
寺
に
対
し
て
毎
年
糸
綿
を
志
納
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
組

こ
の
組
織

こ
の
後
越
中
は
戦
乱
の
巷
と
な

っ
た
が
、
前
田
氏
が
越
中
に
入

っ
て
支
配
権
を
確
立
す
る
と
、
早
速
前
例
に
な
ら

っ
て
五
箇
山

よ
り
生
糸
を
徴
貢
し
た
。
即
ち
前
田
利
家
は
、
天
正
一
三
年
(
-
五
八
五
）
、
村
井
又
兵
衛
尉

・
神
尾
次
右
衛
門
を
取
次
と
し
て
、

赤
尾
村
お
よ
び
五
箇
山
よ
り
計
三
貰
三

0
0匁
の
「
河
上
糸
」
を
徴
貢
し
た
の
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
後
天
正
一
六
年
(
-
五
八

八
）
五
箇
山
の
年
貢
を
金
納
に
代
え
る
ま
で
、
年
々
生
糸
を
徴
貢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

織
の
力
を
も

っ
て
生
糸
の
生
産
と
販
売
を
も
行

っ
て
い
た
。

こ
の
惹
味
で
十
日
講
は
生
糸
の
生
産
販
売
の
協
同
体
で
も
あ

っ
た
の

で
あ
る
。

生
産
と

10、

一
向
一
揆
の
支
配
下
に
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お
い
て
も
、

そ
の
後
と
同
様
に
‘

五
箇
山
が
生
糸
の
有
力
な
産
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

城
端
絹
の
原
料
糸
は
、
砺
波
郡
南
部
河
上
地
方
の
村
々
か
ら
も
買
集
め
ら
れ
た
。
城
端
で
は
こ
れ
を
近
郷
糸
と
い

っ
た
が
、

の
集
散
地
は
福
光
で
あ
っ

た
。

福
光
で
は
、
絹
の
産
地
で
あ
る
城
端

•

井
波
を
は
じ
め
、
小
松

・

金
沢
な
ど

へ
原
料
糸
を
供
給
し

こ
れ
は
曽
代
糸
と
よ
ば
れ
た
。
美
浪
国
郡
上
郡
曽
代
村
よ
り
伝
習
し
た
と
い
う
が
、

糸
は
、
宝
暦

一
四
年

（
一
七
六
四
）
の
「

砺
波
郡
産
物
党
帳
」
に
は
、
福
野

•

福
光
に
産
す
る
と
十
村
が
報
告
し
て
い
る
が
、
曽

代
糸
の
原
料
ま
ゆ
は
砺
波
郡
中
南
部
の
村
々
の
重
要
な
稼
ぎ
で
あ

っ
た
。
福
光
の
糸
挽
き
た
ち
は
、
近
村
の
繭
稼
人
に
米
・
味
噌

近
村
の
繭
は
、

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
挽
屋
は
安
政
六
年

(
-
八
五
九
）

ニ
ー
軒
あ

っ
た
。
挽
屋
か
買
集
め
た
繭
は
、
自
家
の
家
族
労
力
や
雇
人
に
よ

っ
て
も
製
糸
さ
れ
た
が
、
別
に
糸
稼
人
が
い
て
、
挽

ま
た
城
端
に
も
運
ば
れ
て
、

そ

そ
の
始
ま
り
は
明
か
で
な
い
。
曽
代

の
記
録
で
、
福
光
村
に
八
三
軒
、
福
光
新
町
に

町
方
小
前
の
者
た
ち
に
よ

っ
て
賃
挽
さ
れ
て
い
た
。
元
禄
六
年
の
城
端
の
品
々
帳

に
「
糸
手
間
」
と
家
職
を
書
上
げ
て
い
る
者
三
七
軒
あ
る
の
を
み
れ
ば
‘
城
端
で
生
産
さ
れ
た
糸
も
相
当
の
量
に
の
ぽ

っ
て
い
た

恐
ら
く
天
正
年
間

(
-
五
七
三
ー
）
か
ら
始
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
城
端
の
絹
織
物
業
は
、
町
の
発
展
と
と
も
に
盛
ん
に
な

っ
た
。

と
く
に
元
禄
年
間
（

一
六
八
八
ー

）
に
は
、
商
品
貨
幣
経
済
と
生
活
文
化
の
進
展
に
と
も
な

っ
て
急
速
に
成
長
し
た
。

ヽ

城
端
絹
の
盛
況

屋
の
繭
を
賃
挽
し
て
い
た
。

を
前
貸
し
て
ま
ゆ
を
買
集
め
た
。

ゞ

た
カ

元
禄
六
年
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十一 城端絹の盛況

e

i

分

比

合 越

後

へ

練

絹

紺 太

_r 
-<
n
 

屋 物

絹

仕

入

絹
布
お
さ
通
し

上

方

上

下

絹

仲

人

糸

手

1:11 

絹

手

問

絹総

戸

商数

四
七

（
十
二
）
七

一

（
七
一
）

゜゜
＾ ＋ --ヽ 000  五

六
九
三
八

東

上

五
八

（
五
八
） ノ＼

゜
／＼ -00  

゜゚
五

六
六
ニ

ニ

東

下

五
九

(

+

1

0

)

 

七
八

（
八
一
）

゜
＾ ＋ シ四 ＾ 

＋ 

-0：：：：：三

゜
七
九
一
四

（
十
二
）

ニ
―
―
―

(

+

-

)
 

三

（
＋
五
）

西

上

四
四

（
十
二
）
五
八

（

六

0

)

゜
＾ ＋ ～五
゜
＾ ＋ 
ッー00

゜
四

七
六
三
二

西

下

元
禄
六
年
城
端
絹
緩
物
業
関
係
戸
数

一
七

（
十
四
）
三
三

（
四
一
）

゜゚
： 
ごー00

゜
五

五

一七

(

+

-

)
 

出

丸

。

(

+

-

)
 
五
五

(
+
―
―
-
)
 

六
九

（
八
三
）

゜
＾ ＋ e:,-
、一‘ 000  

゜
九
二―

(

+

-

)
 

八

一

ニ
四

大

工

三
八

（
十
四
）
三
六

（
四
0

)

゜
＾ ＋ 
、-- 000  ^

 ＋ 
、-- 四

-
0六
二
五

（
十
二
）

束
新

HI

六
―
―

（
＋
七
）
四
五

（
五
四
）

゜
＾ ^  ^  ＋ ＋ ＋ 

S-巴三こ0-0

゜
二
一 七

西
新
田

一
五

（
＋
一
）
四
四

（
四
ヒ
） 四

六

八

九

一
八
六

（
＋
五
）

-

i

-

九
ヒ

(

+

1
一）
三
二

（
＋
五
）八

(

+

-

)
 一

三

(

+

-

)
 

四

（
＋
五
）
一
五

(

+

-

^

)

 

一
九

（
十
三
）

゜
(

+

-

)
 

三
七

(
+
g
―
-
)
 

五
四

（

六

O

)

゜
000  

゜
八

(

+

-

)
 

野新

下町

ーーー1
"

（
一
六
九
三
）
当
時
の
城
端
町
の
総
戸
数
六
八
九
軒
の
う
ち
‘
絹
に
関
連
あ
る
職
業
で
生
計
を
た
て
る
も
の
は
三
七
五
戸
、

％
、
兼
業
を
も
含
め
る
と
四
一
七
戸
、
六

0
％
を
占
め
て
い
る
。
次
表
は
そ
の
絹
関
係
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
四
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山
田
川
の
水
を
利
用
す
る
の
に
便
宜
な
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
表
の

「絹
商
」
は
い
わ
ゆ
る
絹
屋
で
あ

っ
て
、
大
部
分
は
絹
の
生
産
者
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

ね
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

i
種
の
問
屋
街
を
形
成
し
て
い
た
の
で

次
に
絹
手
間

・
糸
手
間
は
、
機
織
り
、
糸
繰
り
の
下
請
を
し
た
も
の
で
、
注
文
主
は
絹
屋
で
あ

っ
た
。

そ
の
数
は
総
戸
数
の
二

0
％
に
及
び
、
町
方
小
前
の
者
た
ち
が
こ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

仲
人

・
絹
仕
入
は
と
も
に
販
売
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
仲
人
は
生
産
の
下
請
の
仕
事
も
す
る
が
、
絹
仕
入
は
生
産
地
問
屋
に

当
る
も
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。

こ
の
仕
入
屋
か
西
上
町
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

次
に
糸
絹

あ
る
。
太
物
商
は
小
売
商
で
‘
絹
の
販
売
の
み
と
は
限
ら
な
い
が
、
絹
の
生
産
地
で
あ
る
か
ら
絹
物
が
多
か

っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
領
内
の
各
地
か
ら
こ
こ
へ
絹
を
買
い
に
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
方
上
下
は
京
都
へ
絹
を
売
り
に
ゆ
き
、
ま
た
京
都

問
屋
よ
り
注
文
を
う
け
て
運
搬
に
当

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

紺
屋
は
染
物
屋
で
、
東
西
下
町
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
池
川

・

絹
屋
は
、
ま
た
絹
の
生
産
の
た
め
に
多
く
の
下
人
下
女
を
雇

っ
て
い
た
。
元
禄
品
々
帳
に
よ
る
と
、
当
時
城
端
に
い
た
下
人
下

女
数
は
七
七
三
名
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
七
八
％
に
当
る
六

0
三
名
が
絹
屋
に
雇
傭
さ
れ
て
い
た
。
次
表
は
こ
れ
を
整
理
し
た

一
部
は
販
売
商
を
か
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十二 絹織物業の組織

持
に
重
点
を
お
い
て
い
た
。

ーニ、 こ
れ
ら
の
下
人
下
女
は
、
大
部
分
城
端
の
近
村
の
出
身
者
で
あ

っ
た
が
、
当
時
の
城
端
の
絹
織
物
業
の
盛
況
が
、

者
た
ち
を
も
大
い
に
う
る
お
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

絹
織
物
業
の
組
織

ま
ず
絹
織
物
業
に
対
す
る
藩
の
政
策
を
み
よ
う。

初
期
に
お
い
て
は
、
物
品
税
の
確
保
と
領
外
に
お
け
る
加
賀
絹
の
信
用
の
維

こ
の
た
め
絹
の
丈
尺
を
定
め
‘
絹
と
糸
の
判
賃
を
き
め
て
検
査
を
厳
重
に
行

っ
た
。
絹
の
価
額
に
つ

い
て
は
特
別
の
統
制
を
加
え
な
か

っ
た
が
、

と
き
ど
き
そ
の
相
場
を
報
告
さ
せ
た
。
ま
た
藩
は
絹
を

「御
国
の
重
産
」
と
し
て
保

護
す
る
た
め
に
、
糸
の
他
領
他
国
へ
の
移
出
を
禁
止
し
、
原
料
糸
の
価
額
の
昂
騰
を
防
止
す
る
処
置
を
と

っ
た
。

こ
の
近
村
の

加
賀
絹
は
藩
の
重
産
と
し
て
領
国
経
済
の
バ
ラ

ン
ス
の
維
持
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
、
藩
は
こ
の
政
策
を
徹
底
す
る
た
め

絹総
関使
係用

使用 人

人数

＝‘- ＝‘ー 東
戸五元六
：：：：：：：二一六 上

= =― 東
ー八 一—

9五ど四下
= =― 西
一九 二五
9五ど六上
＾ ＾ 西
ー＝二五
、七＝9 、六̀――9― , 下

出

’9―‘八 9̂五丸

大
＾四 ＾五
巴六門四エ

東
＾四 ＾四新
一［四 ー，六田

西
二：三＾四新
勾四ど四 田

野新
^ ^-o o-
ー七 一六下町

＾ ^  一六五七計—° = -＝七= 
‘̀_、’ ' -̀-/ ,

元
禄
六
年
城
端
絹
屋
の
使
用
人
数

）
は
男
子
数
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屋
は
数
多
く
み
ら
れ
る
の
で

の
組
織
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
業
者
の
方
で
も
、
藩
に
対
す
る
交
渉
と
相
互
の
連
絡
の
た
め
に
代
表
者
を
も
つ
こ
と
が
望
ま
し
か

っ
た
。
前
者
に
当
る
も
の
が
‘
絹
判
押
人
と
針
口
懸
座
で
あ
り
、
後
者
に
当
る
も
の
が
絹
頭
と
仲
人
肝
煎
で
あ

っ
た
。

絹
頭
は
絹
織
物
業
者
の
自
治
的
代
表
者
で
あ

っ
て
、
小
松
に
お
い
て
は
す
で
に
正
保
元
年

（
一
六
四
四
）
に
絹
問
屋
肝
煎
二
人

が
存
在
し
て
い
た
が
、
城
端
で
は
享
保
元
年

（一

七

一
六
）

小
松
に
準
じ
て
絹
頭
二
人
が
任
命
さ
れ
た
の
が
初
め
で
あ
る
。
料
銀

は
糸
絹
仲
人
口
銭
の
う
ち
か
ら
仕
払
わ
れ
た
。
仲
人
肝
煎
は
正
徳
元
年

（一

七
―

-
)
初
め
て
任
命
さ
れ
、
仲
人
の
取
締
り
に
当

っ
た
。
判
押
人
は
判
賃
を
課
す
る
た
め
に
絹
を
検
査
し
て
、
藩
か
ら
預

っ
て
い
る
御
判
を
押
す
役
で
あ
る
。
判
賃
の
定
ま

っ
た
の

は
寛
永
三
年
(
-
六
二
六
）
で
あ
る
が
、
業
者
の
う
ち
か
ら
判
押
人
が
出
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
正
保
四
年

（
一
六
四
七
）
か
ら

で
あ
る
。
料
銀
は
年
間
銀
百
目
の
定
給
と
判
賃
に
相
応
し
た
歩
合
給
が
あ

っ
た
。
針
口
懸
座
は
、
判
押
を
す
る
前
に
絹
の
目
方
を

計
紐
し
て
、
規
格
を
検
査
す
る
役
で
あ
る
。
正
徳
六
年

（一

七

一
六
）
町
中
よ
り
の
願
い
に
よ

っ
て
初
め
て
お
か
れ
た
。
料
銀
は

絹
の
生
産
の
中
核
を
な
す
の
は
、
絹
屋
あ
る
い
は
絹
商
と
呼
ば
れ
た
自
営
業
者
で
あ

っ
た
。
元
禄
六
年
の
品
々
帳
に
よ
る
と
‘

家
職
を
絹
商
と
し
て
い
る
者
は
一
九
一
軒

（内
五
軒
兼
業
）
に
及
ん
で
い
る
。

例
え
ば
絹
屋
宗
兵
衛
は
、
家
職
は
「
絹
八
講
並
貸
方
」
と
あ
る
が
、
手
代
一
人
、
下
人
二
人
、

下
女

一
0
人
を
使
用
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
使
用
人
は
兼
業
の
方
に
も
使
用
さ
れ
た
が
、
下
女
一

0
人
の
大
部
分
は
織
女
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

女
工
を
も
つ
自
営
業
者
と
考
え
ら
れ
る
。

米
屋
を
か
ね
て
祖
母
と
母
の
わ
ず
か
三
人
で
自
営
し
て
い
る
円
徳
屋
徳
右
衛
門
の
如
き
者
も
あ
る
。

こ
れ
を
も

っ
て
元
禄
六
年

（一

六
九
三

）
当
時
の
城
端
絹
識
物
業
の
生
産
規
校
を
ほ
ぼ
推
す
こ
と

扱
い
高
に
応
じ
た
歩
合
給
で
あ

っ
た
。

一
方
、
妻
と
男
女
各
二
人
の
子
供
の
家
族
労
慟
の
み
に
依
存
す
る
円
徳
屋
伊
右
衛
門
や
、

そ
の
他
下
女

一
人
程
度
の
絹

1
0
人
の

こ
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
大
小
の
別
か
あ

っ
た
。
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自
営
生
産
者
は
、
生
産
過
程
の
一
部
を
繰
屋

・
懸
機

・
繰
廻
屋
な
ど
の
下
請
に
お
ろ
す
こ
と
も
あ

っ
た
。

糸
手
間
と
も
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
有
力
な
絹
屋
に
専
属
し
て
い
た
。
文
化
六
年

(
-
八

0
九
）
に
町
役
人
は
下
請
の
取
締
り
を
令

し
た
が
、
そ
の
中
に
絹
屋
が
下
請
に
不
当
な
高
賃
銀
を
払

っ
て
他
の
専
属
権
を
お
か
す
こ
と
を
禁
止
し
、
下
請
が
絹
屋
に
損
害
を

か
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
請
人
を
立
て
さ
せ
た
。
絹
屋
と
下
請
業
者
と
の
間
に
は
‘
享
保
二

0
年

（
一
七
三
五
）
懸
機
繰

屋
仲
間
か
お
か
れ
た
。
そ
れ
は
元
禄
期
の
城
端
絹
の
大
発
展
後
に
迎
え
た
享
保
期
の
不
況
が
ひ
き
お
こ
し
た
、
絹
屋
と
下
請
と
の

紛
争
に
対
し
、
契
約
正
常
化
の
目
的
を
も

っ
て
専
業
の
仲
人
を
お
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。

城
端
絹
の
販
売
組
織
に
つ
い
て
は
絹
仕
入
・
絹
仲
人

・
太
物
商
な
ど
が
あ

っ
た
。
絹
仕
入
は
生
産
地
問
屋
と
み
る
べ
き
も
の
で
、

元
禄
六
年
に
一
四
軒
あ
り
、
九
軒
あ

っ
た
絹
仲
人
を
仲
介
と
し
て
仕
入
れ
を
行

っ
た
。
小
売
と
み
る
べ
き
太
物
商
は
三

一
軒
あ

っ

た
が
、
問
屋
・
小
売
と
も
に
査
力
は
小
さ
く
、
消
骰
地
の
問
屋
が
巨
大
な
査
本
を
も

っ
て
営
業
し
て
い
た
の
に
比
す
べ
く
も
な
い
。

城
端
で
買
付
け
ら
れ
た
絹
は
‘

そ
の
若
干
が
染
付
け
さ
れ
て
領
内
に
売
捌

か
れ
た
。
品
々
帳
に
二
二
軒
の
紺
屋
が
み
ら
れ
る
の
は
こ
の
こ
と
を
物
語

る
。
し
か
し
城
端
絹
の
多
く
は
白
絹
の
ま
ま
主
と
し
て
上
方
方
面
に
売
捌

か
れ
た
。
上
方
へ
運
ば
れ
た
絹
は
京
の
加
賀
問
屋
に
売
渡
さ
れ
た
。
享
保

1
0
年

（
一
七
二
五
）
頃
の
京
問
屋
は
、
吉
野
屋
次
右
衛
門
・
糸
屋
長
右

軒
で
あ

っ
た
。

衛
門
・
一
文
字
屋
庄
左
衛
門
・
伊
勢
屋
消
右
衛
門

・
糸
屋
十
右
衛
門
の
五

こ
の
う
ち
伊
勢
屋
は
享
保

―一

年

（一

七
二
六
）
二
月、

が
で
き
る
。

文久2年(1862)寄進の灯篭

こ
れ
ら
は
絹
手
間
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千
疋
に
及
ん
だ
と
い
う
。

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
糸
値
の
昂
騰
が
甚
だ
し
く

こ
の
年
九
月
こ
ろ
よ
り
京
都
の
景
気
が
悪
か

身
上
不
如
意
の
た
め
願
い
に
よ
り
加
賀
問
屋
よ
り
外
さ
れ
、
同
―
二
年

（
一
七
二
七
）
七
月
よ
り
日
野
屋
作
兵
衛
が
新
問
屋
と
し

て
加
賀
問
屋
仲
間
に
加
入
し
た
。
京
の
加
賀
問
屋
は
宝
暦
末
年

（一

七
六
四
）
頃
か
ら
四
軒
に
滅
少
し
た
。

次
に
城
端
絹
織
物
業
の
経
済
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。
絹
の
経
済
は
主
と
し
て
生
産
費
と
製
品
価
額
の
比
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ

る
。
生
産
枝
の
大
部
分
は
原
料
糸
が
占
め
る
か
、
享
保
末
年

（
一
七
三
六
）
こ
ろ
に
は
、
上
絹

一
0
0目
の
値
段
二
五
匁
七
分
の

う
ち
、
糸
の
値
段
が

二

0
匁
、
織
賃

一
匁
七
分
、
他
は
判
賃

・
諸
雑
代
で
‘
絹
屋
の
利
益
は
二
分
一
厘
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
し
か

し
享
保
―
二
年
(
-
七
二
七
）
七
月
の
絹
相
場
の
よ
う
に
、
上
々
撰
絹
が
三
三
匁
も
す
る
と
‘
絹
屋
は
相
当
の
利
益
を
あ
げ
る
こ

江
戸
時
代
中
期
以
降
、

こ
の
た
め
に
絹
の
産
地
か
不
況
に
苦
し
む
こ
と
が
多
か

っ
た
。

文
政
―
二
年

(
-
八
二
九

）
城
端
算
用
聞
の
書
上
に
よ
る
と
、
連
年
の
糸
高
の
う
え
に
当
年
は
こ
と
に
蚕
の
不
作
で
無
類
の
糸
高

と
な
り
、
ま
た
米
価
も
昂
騰
し
た
の
で
‘
絹
屋

一
統
が
生
産
費
の
不
引
合
に
苦
し
み
、
下
請
に
い
た

っ
て
は
全
く
薄
利
で
生
計
も

立
ち
か
ね
る
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
安
政
二
年

(-
八
五
五
）

っ
た
と
こ
ろ
へ
、

の
例
に
よ
る
と
、

-
0
月
江
戸
に
大
地
震
が
あ

っ
て
、
京
都
の
絹
値
段
が
暴
落
し
た
。
そ
の
う
え
、
金
銀
両
替
相
場
の
急
変
が
あ

り
、
絹
の
取
引
の
為
替
取
組
が
困
難
と
な

っ
て
、
城
端
絹
の
取
引
が
不
活
発
と
な
り
、
こ
の
た
め
こ
の
年
の
終
り
に
は
滞
貨
か
八

絹
の
領
外
移
出
は
、
領
国
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
維
持
に
大
き
な
役
割
り
を
果
し
て
い
た
の
で
、
藩
は
絹
屋
に
御
仕
入
銀
と
称
し
て

低
利
の
資
金
を
貸
与
し
て
、
滞
貨
に
よ
る
絹
の
値
下
り
防
止
に
つ
と
め
て
い
た
。

城
端
絹
の
産
額
は
、
好
不
況
に
よ
る
高
低
が
大
き
か

っ
た
が
、
年
間
総
生
産
高
は
寛
保
二
年

（
一
七
四
二

）
に
は
一
万
五
千
余
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疋
で
あ

っ
た
が
、
享
和
二
年

（一

八

0
二
）
に
は
二
万
七
干
余
疋
、

J
ー
）
か
ら
急
増
し
て
嘉
永
七
年

(-
八
五
四
）
に
は
約
六
万
疋
と
な

っ
た
。

一
三
、

上
方
・
江
戸
市
場
へ
の
進
出

そ
の
後
硲
末
ま
で
三
万
疋
を
前
後
し
、
嘉
水
年
間

(
-
八
四

城
端
絹
は
、
古
く
よ
り
小
松
な
ど
と
と
も
に
加
賀
絹
の
名
に
お
い
て
京
都
の
加
質
問
屋
と
取
引
き
し
て
い
た
。
京
都
の
絹
問
屋

は
株
仲
間
を
結
成
し
て
国
別
に
取
引
き
を
行
な
い
‘
仲
間
以
外
と
の
直
売
買
を
排
除
し
て
い
た
。
株
仲
間
は
天
保

―
二
年

(-
八

四

一）

の
停
止
令
に
よ

っ
て

一
応
解
散
し
た
が
、
安
政
二
年

(
-
八
五
五
）
再
典
し
た
。
京
都
の
加
賀
問
屋
は
宝
暦
以
降
四
軒
に

こ
の
機
会
に

一
九
軒
に
増
加
し
、
加
賀
絹
の
栢
極
的
販
売
を
図

っ
た
。

京
都
の
加
賀
問
屋
は
‘
城
端
絹
の
買
付
に
前
金
を
渡
す
の
み
な
ら
ず
‘
買
付
絹
を
引
当
に
金
融
の
労
を
も
と

っ
て
く
れ
た
。

の
た
め
城
端
の
絹
屋
た
ち
は
強
大
な
上
方
の
問
屋
の
衣
本
の
影
評
下
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
加
賀
絹
の
最
大
の

顧
客
で
あ
る
京
都
西
陣
は
、

れ
は
じ
め
た
。

と
な

っ
た
。

江
戸
時
代
中
期
以
降
、
全
国
各
地
に
勃
興
し
た
地
方
機
業
の
た
め
に
、
次
第
に
そ
の
地
位
を
脅
か
さ

文
政
こ
ろ

(
-
八
l

八

i
)
に
は
、
京
都
に
近
い
丹
波

・
丹
後
よ
り
大
量
の
絹
織
物
が
京
都
に
入

っ
た
た
め
に
‘

加
賀
絹
の
京
都
に
お
け
る
売
行
き
は
不
振
を
き
わ
め
た
。
藩
は
産
物
方
を
設
置
し
て
国
産
の
振
輿
に
つ
と
め
て
い
た
が
、
産
物
方

は
加
賀
絹
の
こ
の
窮
状
を
打
開
す
べ
く
、
京
都
加
賀
問
屋
の
、
上
方
に
お
け
る
独
占
買
取
制
を
廃
し
て
市
場
の
拡
大
を
は
か
る
こ

そ
の

一
方
法
と
し
て
大
坂
市
場
へ
進
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
活
路
を
開
こ
う
と
つ
と
め
た
が
、
京
都
加
賀
問
屋
が
こ

れ
に
反
対
し
た
た
め
に
、
加
賀
絹
の
大
坂
市
場
進
出
は
失
敗
に
帰
し
て
し
ま

っ
た
。

固
定
し
て
い
た
が
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さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

栄
に

一
役
か

っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

。

一
方、

江
戸
は
諸
国
産
の
も

っ
と
も
巨
大
な
消
代
市
場
で
あ

っ
た
。
従
来
京
都
に
送
ら
れ
た
加
賀
絹
も
、

こ
れ
を
直
接
江
戸
の
消
費
市
場

へ
送
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
有
利
な
取
引
き
と
な

こ
の
た
め
に
は
地
も
と
で
若
干
の
加
工
を
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
京
都
に
お
け
る
加
賀
絹
の
取
引

を
し
て
江
戸

へ
送
っ
た
と
こ
ろ
有
利
に
引
合
い
か
成
立
し
、
文
政
三
年

(-
八
二
0

)

に
は
千
数
百
疋

の
取
引
き
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
た
め
京
都
に
お
け
る
加
賀
絹
の
値
も

一
割
が
た
も
ち
な
お
し
た
。

か
く
て
加
賀
絹
の
江
戸
進
出
が
栢
極
的
に
図
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

屋
七
左
衛
門
方
に

「
加
賀
絹
諸
産
物
売
捌
会
所
」
を
お
き
‘
絹
の
ほ
か
に
菅
笠
や
布
な
ど
の
国
産
を
販
売
し
、
升
屋
が

一
定
の
ロ

銭
を
と

っ
て
業
務
を
代
行
し
た
。
加
賀
絹
の
領
外
移
出
は
上
方
の
み
な
ら
ず
江
戸
に
お
い
て
も
定
着
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

元
禄
の
好
況
と
享
保
の
不
況

そ
の
大
部
分
は
京
都

文
政

一
0
年

(-
八
二
七
）
江
戸
大
伝
馬
町

一
丁
目
升

城
端
の
絹
織
物
業
の
推
移
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
元
禄
期
の
城
端
は
未
曽
有
の
繁
栄
の
姿
を
示
し
て
い
た
。
城
端
繁
栄
の

原
因
は
、
主
産
業
で
あ
る
絹
織
物
業
の
好
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

不
振
の
原
因
を
調
査
さ
せ
た
産
物
方
主
附
、
金
沢
の
宮
腰
屋
甚
六
は

こ
の
町
の
上
層
町
人
を
構
成
す
る
蔵
宿
と
貸
方
も
町
の
繁

こ
の
う
ち
貸
方
の
場
合
は
‘
営
業
対
象
で
あ
る
五
箇
山
の
主
産
業
生
糸
の
好
況

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
城
端
絹
の
原
料
糸
は
、
城
端
の
近
郷
か
ら
も
供
給
さ
れ
た
が
、
五
箇
山
産
の
生
糸
も
大
最
に
使
用

一
四
、

こ
の
実
情
を
把
握
し
た
。
試
み
に
加
賀
松
任
で
絹
の
加
工

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

で
加
工
の
う
え
江
戸
へ
送
ら
れ
て
い
た
の
で
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で
あ
る
。

央
の
市
況
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

一
方
蔵
宿
の
場
合
は
、
家
臣
団
の
知
行
米
を
預

っ
て
販
売
す
る
こ
と
を
業
務
と
し
て
い
る
の
で
、
絹
と
同
様
に
全
国
的
流
通
経

済
の
わ
く
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
る
。
蔵
宿
米
は
一
部
地
払
い
と
し
て
地
も
と
で
も
販
売
さ
れ
た
が
、

そ
の
多
く
は
御
蔵
米
と
と
も

に
上
方
に
廻
米
さ
れ
て
中
央
市
場
で
売
捌
か
れ
た
。
藩
は
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
設
け
て
御
蔵
米
や
蔵
宿
米
を
大
坂
の
米
市
場
を
通
じ

て
売
却
し
た
。
蔵
屋
敷
と
米
市
場
を
結
ぷ
も
の
が
、
蔵
元

・
掛
屋
な
ど
の
町
人
で
あ
っ
た
。
大
坂
の
有
力
町
人
が
藩
と
契
約
し
て
、

蔵
物
の
出
納
や
売
却
代
金
の
決
済
な
ど
を
司
り
、
時
に
は
蔵
物
を
担
保
に
藩
に
金
銀
の
融
資
も
行
っ
た
。
加
賀
藩
の
場
合
豪
商
鴻

池
善
右
衛
門
が
、
岡
山

・
広
島
な
ど
四
藩
を
兼
ね
て
掛
屋
を
勤
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
米
や
絹
は
他
の
商
品
以
上
に
全
国
的
流
通
性
が
高
い
の
で
、
絹
を
生
産
し
、
米
を
集
荷
す
る
城
端
の
経
済
は
、
中

と
こ
ろ
で
、

き
た
。

こ
の
よ
う
な
流
通
性
の
高
い
商
品
を
中
心
と
し
て
全
国
市
場
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
豊
臣
氏
時
代
で
あ
り
、

徳
川
氏
の
政
権
も
そ
の
全
国
市
場
の
上
に
た
っ
て
い
た
の
で
、

そ
の
た
め
に
は
、
中
央
市
場
で
あ
る
畿
内
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
徳
川
氏
が
豊
臣
時
代
の
政
権
所
在
地
で
あ
り
全
国
市
場
の
中
核
で
あ

っ
た
大
坂
を
天
領
と
し
て
確
保
し
た
の
は
そ
の
故
で

あ
る
。
元
禄
期
は
、
徳
川
氏
の
幕
藩
体
制
確
立
後
一
世
紀
を
経
過
し
、
安
定
し
た
政
権
の
も
と
で
全
国
的
に
生
産
力
が
高
ま

っ
て

と
く
に
地
方
の
富
有
農
民
や
有
力
町
人
は
、
商
品
の
生
産
者
で
あ
る
と
と
も
に
消
費
者
と
も
な

っ
て
、
全
国
市
場
と
緊
密

に
結
ぴ
つ
い
て
き
た
。
大
坂
が
天
下
の
台
所
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
全
国
の
商
品
が
大
坂
に
集
荷
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
こ
の
故

大
坂
を
中
心
と
す
る
全
国
市
場
に
結
ぴ
つ
い
た
商
品
市
況
の
繁
栄
は
、

元
禄
期
に
は
幕
府
の
貨
幣
改
鋳
政
策
も
原
因
し
た
。
元

禄
期
に
お
け
る
幕
府
の
放
漫
政
策
は
、
財
政
収
支
に
ぽ
う
大
な
赤
字
を
招
来
し
た
。
こ
の
財
政
赤
字
の
補
填
の
意
味
も
あ

っ
て
幕
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篭
量
を
ふ
や
し
た
。

丁丈の
財
政
上
は
利
益
と
な
り
、
ま
た
、

-m
 

ー
り
ま
ね
い
て
景
気
を
刺
激
し
た
。

年

物

価

は

上

っ
て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
大
き
な
利
益
を
あ
げ
る
地
方
の
染

一
暉3

 
久
農
や
都
市
の
有
力
町
人
が
あ
る
の
で
、
絹
製
品
な
ど
の
高
級
品
の
消
費
は

．

促

進

さ

れ

る

。

一
文

地
の
景
気
が
向
上
し
た
。
元
禄
期
に
お
け
る
城
端
の
絹
織
物
業
の
繁
栄
は
、

こ
の
よ
う
な
元
禄
期
の
景
気
の
好
況
は
、
享
保
期
に
入
る
と
一
転
し
て
不
況
に
転
落
す
る
。
幕
府
財
政
の
赤
字
補
埴
の
た
め
続

け
て
き
た
、
貨
幣
の
改
鋳
も
限
界
に
き
て
、
倹
約
に
よ
る
財
政
引
き
し
め
以
外
に
方
法
が
な
く
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
烹
府
財
政

の
引
締
め
と
質
素
倹
約
を
本
格
的
に
実
施
し
た
の
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
で
あ
る
。
元
禄
期
の
将
軍
綱
吉
の
没
後
、
将
軍
は
家

宣

・
家
継
と
続
き
、

こ
れ
を
補
佐
す
る
新
井
白
石
・
間
部
詮
房
は
有
能
な
政
治
家
で
あ

っ
た
が
、
幕
府
の
財
政
難
を
解
消
す
る
こ

と
は
で
き
な
か

っ
た
。
将
軍
に
就
任
す
る
前
に
紀
州
藩
主
と
し
て
治
績
を
あ
げ
て
い
た
吉
宗
は
、
勇
断
を
も

っ
て
自
身
の
政
策
を

実
行
に
移
そ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
白
石
・
詮
房
な
ど
将
軍
家
宣
以
来
幕
府
の
枢
要
の
地
位
に
い
た
権
臣
を
排
除
し

た
。
そ
れ
は
前
代
に
反
発
す
る
譜
代
な
ど
の
空
気
を
た
く
み
に
利
用
し
な
か
ら
、
自
身
の
政
治
に
対
す
る
姿
勢
を
う
ち
出
す
た
め

で
あ
っ
た
。

吉
宗
の
新
し
い
政
策
の
第

一
歩
は
、
ま
ず
倹
約
で
あ

っ
た
。
幕
府
の
財
政
窮
乏
は
す
で
に
長
く
続
き
、
倹
約
と
い
う
言
葉
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
ま
た
生
産
意
欲
を
刺
激
し
て

地
方
の
生
産

い
っ
ぼ
う
に
お
い
て
は
物
価
の
昂
騰
を

こ
れ
に
よ

っ
て
い

っ
ぽ
う
で
は
稲
府
の
収
入
は
ふ
え
て

府
の
行

っ
た
金
銀
貨
の
改
鋳
は
、
質
の
よ
い
慶
良
金
銀
の
質
を
お
と
し
て
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の
も

は す
で
に
前
代
か
ら
し
ば
し
ば
人
々
の
口
に
も
の
ぼ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
吉
宗
は
こ
の
倹
約
を
自
か
ら
実
行
し
た
。
衣
服
は
太
い

糸
で
織

っ
た
粗
末
な
縮
帷
巾
を
着
し
、
賄
方
の
用
意
す
る
食
事
の
数
を
制
限
し
、
酒
も
杯
の
数
を
き
め
て
い
た
。
自
ら
が
そ
う
で

あ

っ
た
か
ら
、
家
臣
の
服
装
に
も
常
に
眼
を
光
ら
し
、
家
臣
が
華
美
な
服
装
で
前
に
出
た
場
合
は
、

こ
の
倹
約
は
、

そ
の
服
装
に
眼
を
そ
そ
い
だ

や
が
て
政
策
に
も
あ
ら
わ
れ
始
め
る
。
享
保
三
年

（一

七

一
八
）
五
月
に

一
般
の
町
人
男
女

・
召
使
に
至
る
ま
で
、
衣
服
の
制
限
を
厳
重
に
し
‘
違
背
す
る
者
が
あ
れ
ば
‘
見
あ
た
り
次
第
捐
め
と
る

こ
れ
は
や
か
て
、
住
居
や
冠
婚
葬
祭
、
或
い
は
節
句
の
飾
り
も
の
な
ど
に
も
及
び
、

吉
宗
の
経
済
政
策
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
貨
幣
の
改
鋳
と
米
価
の
調
節
に
あ
っ

た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

秀
に
よ

っ
て
乱
発
さ
れ
た
悪
貨
を
回
収
し
て
、
貨
幣
の
品
質
を
高
め
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。

た
正
徳
金
に
よ
る
乾
字
金
の
交
換
を
、

貨
幣
は
、
享
保
三
年

（一

七
一
八

）
閏

一
0
月
‘
乾
字
金
百
両
に
対
し
て
新
金
五

0
両
で
引
き
か
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ

っ

た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
吉
宗
は

「
八
木
将
軍
」
即
ち
米
将
軍
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
米
価
の
調
節
に
苦
心
し
た
。

安
定
し
て
い
た
米
価
が
、

元
禄
期
に
荻
原
重

さ
ら
に
新
金
の
鋳
造
に
よ

っ
て
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
新
し
く
鋳
造
さ
れ
た

元
禄
期
に
比
較
的

正
徳
以
来
相
場
の
変
動
か
激
し
く
、
享
保

一
六
年

（一

七
三
一
）

ま
で
下
り
つ
づ
け
た
。

相
場
が
下
落
し
た
と
き
は
、
幕
府
や
藩
の
財
政
は
減
収
し
た
の
み
な
ら
ず
、
農
村
に
も
大
打
撃
を
与
え
た
。
米
価
が
安
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
干
鰯
な
ど
の
肥
料
を
は
じ
め
日
用
品
な
ど
の
諸
商
品
の
値
は
上
る
い

っ
ぽ
う
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

吉
宗
は
米
相
場
を
あ
げ
る
こ
と
に
腐
心
し
た
。
享
保
一

三
年

（
一
七
二
八
）
そ
れ
ま
で
禁
止
し
て
い
た
米
切
手
の
転
売
を
許
し
た

こ
の
方
向
の
政
策
で
あ
る
が
、
諸
大
名
に
対
し
て
江
戸
や
大
坂
に
廻
す
米
を
抑
え
る
よ
う
に
命
じ
、

新
規
な
も
の
は
許
さ
な
い
と
い
う
態
度
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

べ
し
、
と
い
う
命
令
を
発
し
た
。

ま
ま

一
言
も
発
し
な
か

っ
た
と
い
う
。

こ
の
た
め

そ
れ
で
も
効
果
の
薄

こ
れ
は
前
代
か
ら
実
施
さ
れ
て
い

い
っ
さ
い
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る
と
い
う
重
農
主
義
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

成
長
は

い
の
を
み
て
、
古
庶
府
が
査
金
を
出
し
て
、

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
は
全
国
的
な
凶
作
で
、
米
価
は
四
倍
に
も
昂
騰
し
た
か
、
同
一
八

・
一
九
年
と
豊
作
が
続
い
て
米

価
は
再
び
下
落
し
た
。
吉
宗
は
同
二
0
年
遂
に
米
の
公
定
相
場
を
定
め
て
、
米
価
の
安
定
を
は
か

っ
た
が
、

な
か

っ
た
。
米
の
公
定
相
場
が
実
情
に
合
わ
な
い
こ
と
を
知

っ
て
、
早
く
も
翌
年
に
は
廃
止
し
て
し
ま

っ
た
。

吉
宗
の
政
策
は
、

元
禄
期
（

一
六
八
八
ー
）
に
急
成
長
を
遂
げ
た
商
品
貨
幣
経
済
を
抑
え
て
、

た
経
済
体
制
に
も
ど
す
方
向
を
と

っ
た
。
吉
宗
は
東
照
神
君
、
す
な
わ
ち
家
康
の
時
代
を
理
想
と
し
て
い
た
。
商
品
貨
幣
経
済
の

こ
の
江
戸
時
代
初
期
の
体
制
を
崩
壊
に
導
く
が
故
に
、

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
初
期
の
法
令
、

江
戸

・
大
坂
で
大
量
の
米
の
買
付
け
を
行
わ
せ
た
。

こ
れ
を
も
と
の
姿
に
も
ど
す
、

た
と
え
ば
慶
安
の
御
触
書
に
は
『
男
は
作
を
か
せ
ぎ
、
女
房
は
お
機
を
か
せ
ぎ
、
夕
な
べ

を
仕
り
、
夫
婦
と
も
に
か
せ
ぎ
申
す
べ
し
。
』

r
百
姓
は
衣
類
の
儀
、
布
木
綿
よ
り
外
は
、
帯

・
衣
裏
に
も
仕
る
間
敷
き
事
。』

r
年

貢
さ
へ
す
ま
し
候
得
ば
、
百
姓
程
心
易
き
も
の
は
こ
れ
な
し
。
r
な
ど
と
あ
り
、
牒
業
を
主
体
と
す
る
自
然
経
済
の
考
え
方
で
あ
っ

た
。
自
然
の
恩
恵
を
信
じ
て
、

の
不
況
の
原
因
で
あ
っ
た
。

た
だ
ひ
た
す
ら
に
す
が

っ
て
労
働
し
て
い
る
な
ら
ば
‘

を
権
力
で
無
理
に
抑
え
よ
う
と
す
る
と
‘

こ
れ
か
享
保
期
こ
れ

そ
れ
以
前
の
農
業
を
主
体
と
し

一
種
の
復
古
主
義
の
政
策
を
と

そ
れ
が
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
商
業
行
為
は
こ
れ
に
反
す
る
の
で
、
政
策
の
面
で
抑
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

抑
商
」
の
政
策
と
な
り
「
貴
穀
賤
金
」
の
思
想
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
商
品
貨
幣
経
済
の
成
長
し
た
元
禄
期
を
経

過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
全
国
的
に
網
の
目
の
よ
う
に
伸
び
た
商
人
の
力
は
、
容
易
に
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

そ
の
ひ
ず
み
は
商
人
の
み
な
ら
ず
、
武
士
や
農
民
に
も
及
ん
で
く
る
。

そ
れ
か
「
勧
農

こ
れ
も
う
ま
く
い
か
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城
端
の
曳
山
が
創
始
さ
れ
た
享
保
期
（
一
七

一
六

i
)
は

商
品
経
済
の
成
長
に
よ
り
、
農
外
の
稼
ぎ
も
多
く
な

っ
て
生
活
を
向
上
し
て
き
た
農
民
は
、

こ
と
と
な

っ
た
の
で
、
年
貢
の
完
納
の
た
め
に
は
、
極
力
生
活
を
き
り
つ
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ

っ
た
。

不
況
が
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

源
と
す
る
武
士
は
、
米
価
の
低
落
の
た
め
に
、
質
素
倹
約
を
強
要
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
商
品
の
動
き
は
不
活
発
と
な
り
、
深
刻
な

こ
の
年
貢
米
を
唯
一
の
収
入

一
転
し
て
農
業
い

っ
ぽ
ん
に
頼
る
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